


 

 

序     文 

 

 

 日本国政府はラオス国政府の要請に基づき、同国の南部地域貧困削減橋梁建設計画にか

かる予備調査を行うことを決定し、独立行政法人 国際協力機構は平成 19年 11～12 月に予

備調査団を現地に派遣するとともに、国内関係者との間で当該分野の支援計画について協

議を重ねてまいりました。 

 この報告書が今後予定される本格調査の実施、その他関係者の参考として活用されれば

幸いです。 

 終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し心より感謝申し上げます。 

 

 

平成 20 年 6 月 

 

 

独立行政法人国際協力機構 

                         資金協力支援部準備室 

           部長 中川 和夫 
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第 1 章 調査概要 

1-1 要請内容 

 

2006 年ラオス国は、東西回廊と接続する南部幹線道路（国道 1 号線）及び支線道路沿いの

計 40 橋梁の整備に必要な資金につき、わが国に対して無償資金協力による整備を要請して

きた。 

これを受けて JICA は 2007 年 11 月に予備調査団をラオス国に派遣した。 

要請の詳細は以下のとおり。 

・国道 1 号線上の橋梁（23 橋）の整備、 

・サバナケット県道（4号線及び 6号線）上の橋梁（17 橋）の整備、 

・ソフトコンポーネント（機材案件対象橋梁及び 9 号線―タドサレン滝間のコミュニティ

道路の橋梁における架橋技術の移転）、 

・ピン郡(ムアンピン)における「道の駅」の整備 

なお、要請対象橋梁 40橋のうち 27橋については上部工の資材及び建設機械の調達（機材

案件）、残り 13橋については下部工と上部工の建設（施設案件）となっている。 

 

1-2 調査目的 

 

  本予備調査は、ラオス国側との協議及び現地調査を通じ、要請内容及び下記事項を確認し、

無償資金協力としての必要性、妥当性を確認し、協力の方向性を検証するとともに、それら

妥当性が確認された場合、本格調査の実施に必要な条件を整備することを目的とする。 

（1）国道 1 号線の整備の必要性はあると考えられる一方、17 橋梁が位置する 4,6 号線の位置

付けが不明である。 

（2）要請内容として、上部工資材と建設機械の調達とする資機材調達型案件と上部工及び下

部工の施工を含む施設建設型案件が混ざっていることから、要請内容を確認するととも

にラオス側の上部工の架設及び下部工の建設にかかる実施能力を見極める必要がある。 

（3）通常、我が国無償資金協力事業のコンポーネントとして含まれない要請内容（ソフトコ

ンポーネントによる橋梁架替技術の移転や「道の駅」整備）について、無償資金協力事

業としての妥当性を精査する必要がある。 

（4）国道１号線（1F 号線）については他ドナー（ADB）が支援を行っているとの情報もあり、

他ドナーとの重複を確認する必要がある。 

（5）要請規模が大きい（橋梁数が多い、橋長 200ｍ超の橋が含まれている）ことなどから、上

記（1）～（4）の結果を踏まえ、道路交通計画及び開発計画上の重要性や優先度から、

要請内容の絞込みが必要である。 

（6）環境社会配慮面については、既存橋梁の架け替えであれば問題は少ないと考えられるが、

要請内容の詳細が不明であることから現時点では環境カテゴリーB に区分されており、用

地取得等の問題の有無等現地踏査によって確認し、必要に応じて先方政府に対応を求め

る必要がある。 
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（7）要請対象地域がベトナム戦争中の不発弾（UXO）の残存地域であることから、基本設計調

査開始までにラオス側負担によりサイト周辺における UXO 有無について事前の調査・除

去が行われる必要がある。 

 

1-3 調査団の構成 

 

  本予備調査の調査団員構成及び調査期間は、表 1.1 のとおりである。 

 

表 1.1 調査団員構成及び調査期間 

 名 前 担当分野 派遣期間 所 属 

1 宮田 克二 総括 11/6～11/16
JICA 無償資金協力部 業務第一グループ 

運輸交通・電力チーム 主査 

2 安井 淳治 橋梁計画／運営維持管理 11/6～12/5 ㈱長大 

3 小林 良明 環境社会配慮 11/6～11/30 日本海外コンサルタンツ㈱ 
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1-4 調査日程 

 

  予備調査の調査日程を表 1.2 に示す。 

 

表 1.2 調査日程 

調査概要 

総括 橋梁計画／運営維持管理 環境社会配慮 日

順 
日付 

宮田 克二 安井 淳治 小林 良明 

1 11 月 6 日（火） 成田発⇒バンコク⇒ビエンチャン着 

2 11 月 7 日（水） JICA 事務所打合せ、在ラオス日本国大使館敬・打合せ、公共事業運輸省道路局表敬・協議 

3 11 月 8 日（木） 公共事業運輸省道路局協議、UXO Lao 表敬・協議 

4 11 月 9 日（金） ビエンチャン→サバナケット、サバナケット県公共事業運輸局表敬・協議 

5 11 月 10 日（土） 現地調査、サラワンへ移動 

6 11 月 11 日（日） 現地調査 

7 11 月 12 日（月） サラワン県公共事業運輸局表敬・協議、UXO Lao サラワン事務所表敬・協議、パクセへ移動 

8 11 月 13 日（火） パクセ→ビエンチャン、在ラオス日本国大使館打合せ 

9 11 月 14 日（水） 公共事業運輸省道路局協議、公共事業運輸大臣表敬 

10 11 月 15 日（木） 
ミニッツ署名、JICA 事務所報告、 

ビエンチャン発⇒バンコク⇒ ミニッツ署名、質問状に対する情報収集 

11 11 月 16 日（金） ⇒成田着 質問状に対する情報収集、公共事業運輸省道路局との打合せ 

12 11 月 17 日（土） 同上 

13 11 月 18 日（日） ビエンチャン→サバナケット 

14 11 月 19 日（月） 
サバナケット県公共事業運輸局協議、 

UXO Lao サバナケット事務所表敬・協議、現地調査 

15 11 月 20 日（火） 
現地調査、サラワンへ移動、サラワン県公共事業運輸局協議、 

UXO Lao サラワン事務所協議、サラワン県農業森林局表敬・協議 

16 11 月 21 日（水） 現地調査 

17 11 月 22 日（木） 現地調査 

18 11 月 23 日（金） サラワン→ムアンピン 

19 11 月 24 日（土） 現地調査、サバナケットへ移動 

20 11 月 25 日（日） サバナケット→ビエンチャン 

21 11 月 26 日（月） 資料収集・整理 資料収集・整理 

22 11 月 27 日（火） 同上 同上 

23 11 月 28 日（水） 同上 JICA 事務所報告、資料収集 

24 11 月 29 日（木） 同上 
資料収集 

ビエンチャン発⇒バンコク⇒ 

25 11 月 30 日（金） 同上 ⇒成田着 

26 12 月 1 日（土） 同上 

27 12 月 2 日（日） 同上 

28 12 月 3 日（月） 同上 

29 12 月 4 日（火） 

JICA 事務所への調査結果報告、

公共事業運輸省道路局への調査

結果報告、 

ビエンチャン発⇒バンコク⇒ 

 

30 12 月 5 日（水） 

 

⇒成田着  
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1-5 主要面談者 

 

  主要面談者を以下に示す。 

（1）公共事業運輸省（Ministry of Public Works and Transport（MPWT）） 

   Mr. Sommad PHOLSENA, Minister 

Mr. Viengsavath SIPHANDONE, Director General of Department of Roads 

Dr. Soukkhaseum PAKDIMANIVONG, Director of Project Monitoring Division 

Ms. Pho Ngeun SOUVANNAVONG, Director of Environmental and Social Division 

       Ms. Manivone KHAYAVONG, Deputy Director of Planning & Technical Division 

        Mr. Soulignet, Engineer of Planning & Technical Division 

  Dr. Sengthong VANGKEOMANY, Deputy Director of DPWT in Savannakhet Province 

     Mr. Souvanh HALUTAY, Deputy of the office road and bridge in Savannakhet Province 

Mr. Bounloian SIHACHAK, Engineer of DPWT in Savannakhet Province 

Mr. Khamphet INTHIDETH, Director of DPWT in Saravan Province 

Mr. Boungelevang AYLANGSY, Deputy Director of DPWT in Saravan Province 

Mr. Sithanonxay, Head of communication office in Saravan Province 

Mr. Somlith OUNECHITH, Engineer of DPWT in Saravan Province 

        村岡 和満 専門家（JICA 専門家） 

      (DPWT：Division of Public Works and Transport) 

（2）UXO Lao 

       Mr. Bounpone SAYASENH, National Programme Director 

Mr. Liemmixay, Provincial Coordinator of UXO Lao Saravan Province 

（3）在ラオス日本国大使館 

中村 建 一等書記官 

吉田 純 Project Coordinator(Grant Assistance for Grassroots Human Security Project) 

（4）JICA ラオス事務所 

高島 宏明 所長 

武井 耕一 次長  

関根 創太 所員 

Ms. Silavanh VONGPHOSY, Assistant Program Officer 

 

1-6 調査結果概要 

 

1-6-1 先方との協議結果 

11 月 7 日、8 日、14 日の 3 日間の協議を経て、11 月 15 日に MPWT と合意形成しミニッツ

に署名した。以下に主な協議内容を示す。また、署名ミニッツを添付資料に示す。 

（1）プロジェクトの目的、内容の確認（要請内容の確認） 

当初要請が橋梁 40 橋（4 路線、資機材調達型＋施設建設型）、ソフトコンポーネントによ

る橋梁架替技術の移転、「道の駅」の整備という内容であったが、国道 1G 号線上の 34 橋の
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施設建設が 終的な要請として挙げられた。34 橋に関してはさらに表 1.3 のとおり優先度及

び目的を確認することが出来た。（橋梁番号はミニッツ Annex-3 参照） 

 

表 1.3 要請内容 
優先度 橋梁番号 目的 

No.4, 34 
既存橋がない箇所であり、ムアンピンへの通

年アクセスを確保する。 
１(1) 

No.6, 10 
既存橋がない箇所であり、サラワンへの通年

アクセスを確保する。 

１(2) No.24, 26, 29, 30, 31, 32, 33 
既存橋がない箇所であり、1G 号線全線におけ

る通年アクセスを確保する。 

２ 残り 23 橋 損傷や劣化が見られる既存橋の改修。 

 

（2）協力対象の絞込み 

上述のとおり国道 1G 号線の 34橋が 終的に要請に挙げられたが、当方から更なる絞込み

の可能性を説明し、先方からは理解を得ることが出来た。 

（3）先方負担事項 

本計画実施段階の先方負担事項に関して、現時点で想定される項目（架橋位置変更に伴う

土地収用、工事用道路として使用することになる既存道路にかかる維持管理・補修、既存橋

梁の撤去・移設）を説明し、先方からの理解を得た。 

（4）環境社会配慮 

本予備調査で行う初期環境影響評価（IEE）レベルの調査の実施について先方の理解を得

て、調査団と共同して同調査を実施することに合意した。 

（5）不発弾（UXO）に関して 

国内解析の結果提案される協力対象橋梁の周辺における不発弾の有無についてラオス側

負担にて調査実施・結果報告が行われることが、基本設計調査を開始する前提条件の一つに

なることを説明し、先方から了解を得ることが出来た。なお、先方からは、実際の UXO にか

かる調査を実施するには基本設計調査の実施が確定していることが条件になるとのコメン

トが出された。 

（6）省庁改編に伴う名称変更 

省庁改編に伴い、実施機関である通信運輸郵政建設省（Ministry of Communication, 

Transport, Post and Construction（MCTPC）の名称が 10月 12 日に公共事業運輸省（Ministry 

of Public Works and Transport（MPWT）に変更された。（仏語表記では Minist re des Travaux 

Public et des Transports（MTPT）） 

（7）事業実施方法 

当初要請において資機材調達型案件が含まれていたことから、その内容に関して確認した

ところ、国道 1G 号線以外の国道 1F 号線と県道 4 号線、6 号線上の橋梁において資機材調達

型による協力を要請していたことを確認した。ただし、上述しているように、協議の結果、

終的な要請が国道 1G 号線上の橋梁のみとすることとなったため、資機材調達型の要請は

含まれない結果となった。 
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1-6-2 現地調査（踏査）結果 

（1）国道 1G 号線の現況 

協議の結果、要請された橋梁の位置する国道 1G 号線においては、現在橋梁がないことに

よって陸の孤島となっており、人や物資の往来が制限されていることから、貧困地域である

同路線の沿線住民にとって、橋梁が整備され車両の通年交通が確保されることによる効果は

大きく、橋梁整備の必要性はあると考えられる。ただし、以下のとおり国道 1G 号線の全線

開通は容易ではないことが現地踏査により確認された。 

● Sedone橋～Tumulan間の橋梁はかなり損傷した木橋であり現在でも2ｔ以上の車両の

通行は危険である。Sedone 橋が完成して大型車両の通過が可能となってもこれらの

木橋が大型車両の通行可能な橋梁に整備されなければ Tumulan までの大型車両の交

通は確保できない。 

● 要請はある程度の規模を有した橋梁のみを対象としているが、このほかに規模は小さ

いながらも河床走行を余儀なくされる区間が存在するためこれらの建設が必要であ

る。 

● Tumulan～Sepaam橋間の6橋梁を 優先（Phase1）で建設することを要請しているが、

この橋梁以外にもかなり多数の橋梁、カルバート等の整備、道路の整備を実施しなけ

れば同区間の交通は確保できない。 

● Tathai 橋～Sepaam 橋間では橋梁建設の要請は無いが、この区間の交通を確保するに

は幾つかの橋梁、カルバートの建設が必要である。 

（2）事業実施内容 

当初要請において資機材調達型案件が含まれていたことから、その内容に関して確認した

ところ、国道 1G 号線以外の国道 1F 号線と県道 4 号線、6 号線上の橋梁において資機材調達

型による協力を要請していたことを確認した。ただし、上述しているように、協議の結果、

終的な要請が国道 1G 号線上の橋梁建設のみとなったため、資機材調達型の要請は含まれ

ない結果となった。 

（3）環境社会配慮 

ラオス国公共事業運輸省環境社会部（MPWT-ESD)と合同で対象 34橋に対して IEE レベルの

環境社会配慮調査を実施したが、その結果は次のとおりである。 

● No.1 橋(橋長 54ｍ)は、国道 9 号線とのＴ字交差点の始点から約 300ｍ南にあり、架

け替える場合は仮設橋工事のために北岸上・下流側及び南岸・下流側において道路用

地（ROW）内の商店・家屋数軒の移転が必要となり、南岸上流側の ROW 内には電柱が

あり移設が必要になる。 

● No.4－Tat Hai 橋（橋長 200-250ｍ）地点では、破壊された旧橋の残骸を歴史保存の

ために上・下流側どちらかにルートをふった場合、北岸では上・下流側共に ROW 内外

にある 3～4 軒程度の高床木造構造の商店・家屋の住民移転の発生が余儀なくされる。

南岸では上・下流側ともに家屋はなく住民移転はない。 

● No.6－Sedone 橋（橋長 175－200ｍ）地点でも、旧橋残骸を避けて上・下流側にルー

トをふる場合、北岸下流側で道路脇 ROW 内の簡易木造の商店１軒の移転が必要である。

北岸上流側には近くに小学校があるが校庭も含めて ROW 外であり移転の必要はない。

南岸の上・下流側ともに家屋はない。 
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● 残る対象 31 橋地点では、上・下流側のどちらにルートをふる場合でも近接家屋は全

く見られず住民移転を含めて環境社会面での負の影響は少ないと思われる。 

● ラオスでは 1993 年に首相令により国定保護区（National Protected Area-NPA）シス

テムが制定されており、全国で 20 箇所の NPA と 2 つの回廊がある（以前、これは国

定生物多様性保護区―NBCA と呼ばれていた）。Savannakhet Province で Dong Phou 

Vieng NPA 及び Saravan Province で Xe Bang Noun NPA が国道１G 号線上または近接

していることから、工事中及び資材運搬による騒音・振動・大気汚染その他の影響を

可能な限り防ぐ環境管理対策が必要である。 

  以上から、本予備調査段階では本プロジェクトを JICA ガイドライン上はカテゴリ－B 案件

と分類する。ただし、IEE 報告書のみ作成の場合でもわずかであるが住民移転が発生するた

め、ラオス国環境関連規則により住民移転・少数民族対策を含んだ環境管理計画書の提出が

義務付けられる可能性がある。49 もの多民族国家であるラオスでは地方の丘陵山岳地帯に多

い少数民族対策は不可欠であり、土地収用及び補償計画策定と工事中の環境管理計画も重要

となる。したがって、JICA 基本設計調査実施前または対象橋梁決定後に、MPWT に対して上

記計画書策定及び EIA の必要性の有無確認を含む IEE の早期実施を要求する必要がある。な

お、IEE 及び EIA 調査報告書は、ラオスの登録有資格機関が道路プロジェクトの環境影響評

価に関する規則及び影響住民の補償と移転に関する規則等に基づき作成することになる。 

（4）不発弾 UXO 関連 

  本プロジェクトの Savannakhet 及び Saravan Province 中央部を南北に通る国道 1G 号線は

旧ホーチミン・ルートの一つであったために、UXO の危険性の大変高い地域と認識されてお

り、特に Savannakhet Province 内は危険度が高く今回の現地調査中に計 3度にわたって UXO

調査・除去チームに国道 1G 号上で遭遇または沿線水田での調査活動を視認した。また、国

道１G 線付近での事故は近年では 2003 年頃に少し離れた水田での Bombie による子供達の事

故が発生している。従って、どんなに住宅地に近い場所であれ、木々や草むらが存在する地

面に深く埋没したUXOもあり得る危険地帯と見なしてUXO調査実施が必須であると思われる。

本プロジェクト実施に際しては、多くの候補橋梁は高さ 2ｍ～5ｍの盛土道路のアプローチ道

路延長線上にあり、盛土斜面など地形が平坦でないケースが多い点に注意する必要がある。 

 

1-6-3 結論要約 

（1）協力範囲・目的 

現地調査により、本計画の目的である国道１G 号線の通年交通を確保するには、当初想定

していた以上の数の橋梁や構造物の整備が必要であることが確認された。そのため、プロジ

ェクト完了には多額の事業費が必要であることから、本計画実施にあたってはプロジェクト

の目的の見直し、整理が不可欠であると判断する。また、必要性、妥当性、緊急性から対象

橋梁の絞込みを行う場合には、先方負担工事も少なくないことから、先方予算措置等を確認

する必要がある。 

（2）環境社会配慮 

本プロジェクトにおいては、一部の橋梁架け替えにおいて住民移転が発生する可能性があ

ること、プロジェクトサイトが国定保護区に近接しており、工事中の環境管理対策が必要で

あることから、住民移転・少数民族対策を含んだ環境管理計画書の提出が義務付けられる可
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能性がある。したがって、JICA基本設計調査実施前または対象橋梁決定後に、公共事業運輸

省MPWTに対して上記計画書策定及びEIAの必要性の有無確認を含むIEEの早期実施を要求す

る必要がある。JICA基本設計調査団はIEE実施のために適切な助言を行うと同時にその進捗

に関してモニタリングを行うことが望まれる。 

（3）不発弾 UXO 関連 

国道 1G 号線上は UXO の危険性の大変高い地域であることから、対象範囲にかかる UXO 事

前確認調査の実施は必須である。基本設計調査を実施する場合には対象橋梁毎に UXO 調査範

囲及び調査時期について検討した上で先方実施機関に対して事前にUXO調査実施の申し入れ

を行う必要がある。 
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第 2 章 要請の確認 

2-1 要請の経緯・背景 

 

内陸国のラオスは、貨物輸送の 92％、旅客輸送の 95％を道路に依存しており、道路はラ

オスの社会経済発展のために必要不可欠なものである。これまで、各国、援助機関からの援

助により、幹線道路の整備が進められ、これら幹線道路による経済効果は顕著でラオス経済

の成長に大きく寄与している。一方国全体の道路の舗装率は現在 28％と幹線道路以外の整備

は不十分な状況にあり、幹線道路沿線住民と道路整備の恩恵にあずかれない地域住民との貧

富の格差は増大している。特に橋梁の未整備により陸の孤島のような状況により貧困から脱

却できない地域が多く存在する。 

そのような状況の中、ラオス南部地域は比較的広い平地における農業生産拡大の可能性が

高く、パクセ、サバナケット、サラワン等の地域中核都市へのアクセスの改善が重要な課題

となっている。これまで南部地域においては、わが国無償資金協力及び ADB との連携により

サバナケット県を横断する「東西回廊」上の国道 9 号線が整備され、また、南部の中核都市

であるパクセにタイとラオス南部地域を結ぶパクセ橋が日本の無償援助で完成し、沿線地域

の経済発展に大きなインパクトを与えている。また ADB の援助によりパクセ市と南部地域の

中核都市サラワンを結ぶ国道 20 号線が完成し、サラワン市も大きな経済発展を遂げようと

している。しかしながら急速に発展しつつあるこれらの地域、国道沿線につながるその他の

国道、地方道の整備がほとんど進んでおらず、主要地方都市間の連絡、沿道地域へのアクセ

スの障害となっている。これらの道路に大型車両の通行を可能とし東西回廊の整備効果を周

辺地域へ波及させるにはこれら地方幹線道路の橋梁整備が不可欠の課題となっている。 

このような状況に鑑み、2006 年ラオス政府は、東西回廊と接続する南部幹線道路（国道 1

号線）及び支線道路沿いの計 40 橋梁の整備を無償資金協力として要請してきた。ラオス中

南部及び南部に位置するカムアン県、サバナケット県、サラワン県を南北に結ぶ国道 1 号線

上の 23 橋梁、及びサバナケット県道 4 号線と 6 号線の 17 橋梁を整備し、東西回廊周辺地域

からの同回廊へのアクセスを改善することはラオス中南部及び南部地域の経済活動を活性

化し同地域の貧困削減効果が期待される。日本国政府は計画の実施可能性の調査について、

独立行政法人国際協力機構（JICA）に調査の実施を委託した。JICA は予備調査の実施を決定

し、2007 年 11 月に予備調査団を派遣することとした。 

 

2-2 要請内容の確認 

 

ラオス国と協議した結果、本予備調査では要請内容のうち国道 1G 号線の橋梁整備に重点

を置いて調査をすることに合意した。ラオス側が示した国道 1G 号線上の橋梁の優先順位を

表 2.1 に示す。要請書では優先度 2（2 段階の優先度で 2 は優先度が低いもの）とされてい

た Tumulan～Sepaam 橋間(No.24～34)の橋梁建設を 初の段階で建設したいとの意向が確認

された。地域開発のみならずサラワン～ムアンピン間の国道 1G 号線全線の交通を確保する

ために現在橋梁のない箇所の橋梁建設を 初の段階で行いたいとの要請になっている。 
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表 2.1 ラオス側が提案してきた国道１G 号線上の橋梁とその優先度 
優先順位 

No.  
位置 

(KP) 

橋

長 

(m) 

現況 河川名 新規架け替え 
要請書段階 調査時当初提案 終合意

1 0+300 54 Bailey   Medium Scale Br. 1 1 2 

2 1+600 27 Bailey   Small Size Br. 1 1 2 

3 6+200 24 Bailey   Small Size Br. 1 1 2 

4 28+200 250 Non(broken) Tat Hai Large scale Br. １ 1 1 

5 5+000 24 Bailey Xay(1) Small  size Br 1 1 2  

6 10+200 180 Non(broken) Sedone Large scale Br. １ 1 1  

7 12+300 14 Timber Xay(2) Small  size Br 1 1 2  

8 14+100 21 Timber Doua Noy Small  size Br 1 1 2  

9 14+800 22 Timber Doua Ngai Small  size Br 1 1 2  

10 15+700 56 Non(broken) Ngang Small  size Br 1 1 1  

11 16+100 17 Timber Bong(1) Small  size Br 2 1 2  

12 16+200 16 Timber Bong(2) Small  size Br 1 1 2  

13 20+000 28 Timber Doukdam Small  size Br 1 1 2  

14 20+600 22 Timber Kapke Small  size Br 1 1 2  

15 21+500 32 Timber Nabone Small  size Br 2 1 2  

16 21+900 25 Timber Lei Small  size Br 1 1 2  

17 22+500 17 Timber Mai Small  size Br 1 1 2  

18 22+600 18 Timber Kok Small  size Br 1 1 2  

19 22+900 18 Timber Kok Noy Small  size Br 1 1 2  

20 23+000 18 Timber Kok Ngai Small  size Br 1 1 2  

21 23+700 34 Timber Keukkek Small  size Br 1 1 2  

22 24+900 20 Timber Phai Small  size Br 2 1 2  

23 25+100 20 Timber Sim Small  size Br 2 1 2  

24 26+100 25 Non(broken) Ngan Small  size Br 2 2 １  

25 30+500 20 Timber Kha Ngom(2) Small  size Br 2 1 2  

26 32+100 12 Non Lek Small  size Br 2 2 １  

27 33+000 20 Steel Daeng Small  size Br 1 1 2  

28 36+600 20 Timber Khampom Small  size Br 2 1 2  

29 37+400 50 Non(broken) Sekathet Medium Scale Br. 1 2 １  

30 40+200 35 Non Hinlath Small  size Br 1 2 1  

31 42+100 20 Non(broken) Et Ngal Small  size Br 2 2 1  

32 43+800 25 Non(broken)   Small  size Br 2 2 1  

33 54+100 20 Non Patheuk Small  size Br 2 2 1  

34 66+000 45 Non Sepaam Medium Scale Br. 2 1 1  

注)網掛け部分は 初の段階で建設が要望されている橋梁。 

No.1～3 の位置（KP）は M.Phin を起点とし、No.4～34 では国道 15B 号線と 1G 号線交差点

を起点としている。 
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2-3 サイトの状況と問題点 

 

2-3-1 対象道路の状況 

本調査の対象道路は国道 9 号線沿線の M.Phin 市と Saravan 県の県都 Saravan 市を結ぶ延

長約 120 キロの国道１G 号線である。この区間については、道路および沿線の状況、橋梁の

分布等を考慮して表 2.2 のように大きく分類分けすることが出来る。 

 

表 2.2 対象道路区間とその特徴 

区 間 
延長

(km)
現況概要 

M.Phin 市～Tathai 橋 30 M.Phin市は9号線の完成により非常に活気のある

街となっている。M.Phin 市より南側 5km 地点迄は

純農村地帯である。自然保護の監視所があり、そ

の先の地域からの木材、希少動物等の持ち出しを

監視している。監視所より先は森林地帯であり沿

線集落は少ない。Tathai 橋付近に集落がある。 

Savannakhet 県

Tathai 橋～Sepaam 川 20 Tathai 橋が架かっていた Se Banghiang 川を渡河

して約 10ｋｍ区間には小規模の集落が散在する

が全体に岩場の丘陵地であり、乾期は水が不足す

ることから農業もあまり盛んではない。この区間

は 4 輪駆動車であれば走行可能であるが 10km 以

南Sepaam川手前3.5ｋｍ地点
※
までは2輪車でなけ

れば走行困難。また、ほとんど人家は見られない。

国道 15B～Tumulan  37 国道 15B と国道１G 号線上で 大の集落 Tumulan

を結ぶ区間。Sedone 橋から Tumulan までは木橋で

あるが、ある程度整備されており道路も比較的よ

く維持管理されている。4 輪駆動車であれば走行

可能。１G号線の中では沿線の人口密度は高い。

Saravan 県 

Tumulan～Sepaam 橋 29 Tumulan と Saravan 県と Savannakhet 県境付近の

Sepaam 橋の区間。Tumulan から 10km 程度は 4 輪

駆動車の走行は可能だが、その先は 2輪車でなけ

れば走れない。森林地帯であり、沿線に村落はほ

とんど無い。 

合計 116  

※Sepaam 橋は Saravan 県と Savannakhet 県境付近に位置する中規模の橋梁であり本調査では Saravan 

側、Savannakhet 側の両方からこの橋梁を目標に調査を行った。Saravan からはこの橋梁に到達した 

が、Savannakhet 側からはあと 3.5 キロの所までしか踏査出来なかった。 
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2-3-2 調査対象橋梁 

国道１G 号線を横断する水路に対して必要な構造物の実態を把握するため、本調査ではｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ、橋梁が必要と思われる箇所を中心に調査を行った。ただし、各水路で必要な構造物の

規模を短期間の調査で判断するのは難しく、ｶﾙﾊﾞｰﾄか橋梁か 適であろうと思われる構造物

を現況の水路の状況から目視で判断しており、今後詳細な調査が実施されれば構造形式の変

更があり得る。 

公共事業運輸省（MCTPC）に派遣されていた JICA 専門家が中心となり 2007 年 5月 31 日～

6 月 4日に実施された調査報告（Investigation Report of The Road and Bridges Condition 

on National Road Route 1G in Saravan and Savannakhet Province:これ以降事前レポート

と記す）に基づき本調査を行った。このうち Saravan～Tumulan 間では構造物の数自体に違

いはなかったものの、事前レポートにて橋梁と判断されたものを本調査ではｶﾙﾊﾞｰﾄで対応可

能と判断しているものがあった。一方、Tathai 橋と Sepaam 橋間、Tumulan と Sepaam 橋間で

は橋梁、ｶﾙﾊﾞｰﾄの数そのものに大きな違いが確認された。両区間とも 4 輪駆動車が通れない

道路区間があり事前レポートではこの区間において必要な構造物の検証が十分行われてい

ない可能性があると思われる。例えば Tathai 橋～Sepaam 橋間は事前レポートでは必要な構

造物は記載されていないが、本調査において明らかに構造物が必要となる河川がいくつか存

在していることが確認された。区間毎の要請書に記載された橋梁数、事前レポートに記載さ

れたｶﾙﾊﾞｰﾄ及び橋梁数、本調査によって確認されたｶﾙﾊﾞｰﾄまたは橋梁が必要な箇所数につい

て整理した結果を表 2.3 に示す。（詳細に関しては添付資料 3：Bridge Inventory 参照） 

 

表 2.3 調査対象区間の構造物 

要請書 事前レポート 本調査 区間 

ｶﾙﾊﾞｰﾄ 橋梁 ｶﾙﾊﾞｰﾄ 橋梁 ｶﾙﾊﾞｰﾄ 橋梁 

M.Phin～Tathai 橋 - 4 - 4  4 Savannakhet 県 

Tathai 橋～Sepaam 川 - 0 - 0 4 6 

Saravan～Tumulan - 25 10 24 22 12 Saravan 県 

Tumulan～Sepaam 橋 - 5 5 5 36 11 

合計 - 34 15 33 62 33 

注）事前レポートでは Lek 橋(Sta32+100)をｶﾙﾊﾞｰﾄとしているが要請書では橋梁として取り扱っている 

ため Saravan～Tumulan 間の橋梁の数が異なっている。 

 

2-3-3 実施機関 

本計画の実施機関は、通信運輸郵政建設省（MCTPC: Ministry of Communication,Transport, 

Post and Construction）であったが、2007 年 10 月 12 日公共事業運輸省（MPWT: Ministry of 

Public Works and Transport）に組織が変更となった。この組織の正式表示はラオス語とフ

ランス語表記となっており、フランス語表記は(MTPT: Ministere des Travaux Public et des 

Transports)となっている。この組織改編で MCTPC の通信、郵政担当部署が分離された。新

しい組織図を図 2.1 に示す。 
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図 2.1 MPWT 組織図  

 

 

新しい MPWT の組織の中で本調査に直接関わる部門は Department of Road（DOR）であり、そ

の組織図を図 2.2 に示す。 

 

 

 

図 2.2 Department of Road の組織図 
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現在 DOR で実施中の 24のプロジェクトを表 2.4 に示す。 

 

表 2.4 DOR が実施中のプロジェクト 

No プロジェクト名 援助機関 場所 

1 Improvement Road No.9 ADB Section ADB Savannakhet

2 Improvement Rehabilitation Road No.8 SIDA Borikhamxai

3 Construction Road No.18B  Vietnam Attapue-Vietnam Border

4 Phatang-thinon, Meunghoun- Longchang Construction

5 Rural Road Development Kfw Luang Namtha-Bokeo

6 Rural Road Construction (ADB10) ADB Paktone-BanVang

7 Rural Road Construction (ADB9) ADB Houyhaung-Xamtal

8 Rural Road Construction  Kfw Xienkhong Houaphan

9 Technical Cooperation on Riverbanks Protection Works

10 Mekong Bridge Construction Project  JBIC Savannakhet

11 Road No. A1 Construction Vientiane City

12 Road Construction project Houykone-Pakbeng

13 Dakceng Road Construction Lao-Vietnam

14 Rural Road Construction Kfw Bokeo

15 Road No.3 Construction Houyxa-Banesord

16 Road No.3 Construction Banesord-Namlang

17 Road No.3 Construction Namlang-Botend

18 Rural Road Construction (ADB10) ADB Anapu-Xanexay

19 Rural Road Construction (ADB10) ADB Paksane-Thasi

20 Rural Road Construction (ADB10) ADB Xaynabouri-Hongxa

21 Xebangfai Bridge Construction Mahaxay, khammuane Province

22 Road No. 15 Construction Concession Saravanh-Vietnam Border

23 Road No. 13 Construction South- Cambodia

24 Hinhherb Bridge Construction Japan Vientiane Province
 

 

郵政、通信部門が分離する前の MCTPC の人員は、地方事務所、政府系の会社の人員を除いて

総勢 780 名であり、このうち DOR の人員は 148 名、その内訳は下記のとおりである。 

 

博士 ： 2 

修士 ： 31 

学士 ： 32 

高級労働者 ： 66 

中級労働者 ：  10 

非熟練労働者 ： ７ 
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国家、MCTPC、DOR それぞれの予算を表 2.5 に示す。 

 

         表 2.5 実施機関の予算        単位：百万円） 

予算 2003～2004 2004～2005 

自己財源 7,600.0 3,050.0

海外からの援助 21,589.2 22,270.0

国家 

計 29,189.2 25,320.0

自己財源 3,372.0 1,393.8

海外からの援助 9,379.6 10,663.8

MCTPC 

計 12,751.6 12,057.6

自己財源 1,990.5 872.1

海外からの援助 4,701.1 5,657.5

DOR 

計 6,691.6 6,529.6

注：1 円＝100Kip として換算。 

 

現在 DOR が管理している道路延長、橋梁の数を表 2.6 に示す。 

 

表 2.6 道路延長および橋梁 

種別 道路延長（ｋｍ） 橋梁数 

舗装道路 4,590 847

砂利道 9,660 266

土道 18,370  

計 32,620 1,113

 

2-3-4 ラオスの建設関連企業 

Savannakhet における建設関連の企業を調査した。 

Savannakhet にある Communication Construction Company を訪問調査したが、比較的新し

いトラッククレーン 2 台、杭打ち機を自社所有しており、敷地ではプレストレストコンクリ

ート桁製作用の鋼製型枠を作製中であった。 

 

 
Savannakhet の建設業者           PC 桁製作用鋼製型枠の作製 
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会社のカタログ等をチェックした結果、支間 30ｍクラスのプレストレストコンクリート橋

の建設に関しては、上部、下部とも建設能力があるものと判断される。実際にサバナケット

県では橋長 213m（建設費 8 千 500 万円）と橋長 112m（建設費 7 千万円）の簡易橋（ベイリ

ー橋）が ADB の融資によってラオスの建設業者によって建設されているほか、橋長 104m（建

設費 8千 8百万）のプレストレストコンクリート橋も建設中である。また、同県には新しい

セメント工場があり、コンクリート製電柱の製作も行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリートプラント          プレキャストコンクリート電柱工場 
 

2-3-5 調査地域における道路関係プロジェクト 

（1）他ドナーによる援助 

１G 号線 M.Phin から南へ約 20km の地点において、CIDA によって開発された道路が確認さ

れ、写真にあるように地域の開発道路として 29.8km、Se Banghiang 川の急流を利用したラ

フティングを目的としたリゾート開発用道路として 3.5ｋｍが建設されている。 

また、Saravan 市は Saravan 県の県都として官庁の整備が進められており、ADB の融資で

市街地道路の整備も実施されている。 

 

 
地域開発用道路 29.8km（CIDA） 

 

（2）その他道路関係プロジェクト 

国道 9号線の完成に伴ってベトナムからサバナケット、サラワン地域への道路投資が盛ん

になっており、それらの道路は木材伐採の権利をベースにしたコンセッション方式でベトナ

ムの建設業者によって建設が行われている。サラワンとベトナム国境を結ぶ道路延長 147km

の国道 15A 号線は、中型橋梁 10 箇所、小型橋梁 23 箇所を含む道路プロジェクト（工事契約
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金 5862 万ドル）が現在進行中であり、本調査の協力対象橋梁であるセドン橋の上流側に同

プロジェクトにて橋梁が建設中である。 

 

 
国道 15A 号線建設のためセドン川に建設中の橋梁 

 

2-4 要請内容の妥当性の検討 

 

2-4-1 概略事業費 

要請された国道 1G 号線上の橋梁、ｶﾙﾊﾞｰﾄを表 2.2 で区分した 4 区間に分けて整理した結

果を表 2.7～表 2.10 に示す。 

 

表-2.7 Savannakhet 県 ( M. Phin 起点) （M.Phin-Tathai 橋間） 

No.  ｷﾛﾎﾟｽﾄ 
橋長 

(m) 
河川名 構造形式 

建設費 

(千円) 
現況 住民移転 沿線状況 

1 0+100 50 Se Chon Medium Scale Br. 115,000 ﾍﾞｲﾘｰ橋 有 市街地 

2 1+300 20  Small Size Br. 72,000 ﾍﾞｲﾘｰ橋 無 耕作地 

3 5+300 24  Small Size Br. 72,000 ﾍﾞｲﾘｰ橋 無 耕作地 

4 30+700 280 e Banghiang Tathai Bridge 1,109,900 渡船 有 集落 

 M. Phin- Tathai Br.間工費計 1,368,900     
  

  

 

表-2.8 Savannakhet 県 ( M. Phin 起点) （Tathai 橋-Sepaam 川間） 

No.  ｷﾛﾎﾟｽﾄ 
橋長 

(m) 
河川名 構造形式 

建設費 

(千円) 
現況 住民移転 沿線状況 

5 35+400     Culvert 
34,400 

河床 無 集落 

6 40+900     Culvert 34,400 河床 無 耕作地 

7 41+900     Culvert 34,400 河床 無 林野 

8 44+300     Medium Scale Br. 115,000 河床 無 林野 

9 44+900     Small Size Br. 72,000 河床 無 林野 

10 47+300     Culvert 34,400 河床 無 林野 

11 47+500     Small Size Br. 72,000 河床 無 林野 

12 47+800     Small Size Br. 72,000 河床 無 林野 

13 48+800     Small Size Br. 72,000 河床 無 林野 

14 50+500     Medium Scale Br. 115,000 河床 無 林野 

Tathai Br.- Sepaam Br.間工費計 655,600       
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表-2.9 Saravan 県  (R15B-1G 交差点起点) (Saravan-Tumulan 間) 

No.  ｷﾛﾎﾟｽﾄ 
橋長 

(m) 
河川名 構造形式 

建設費 

（千円) 
現況 住民移転 沿線状況 

1 5+000 24 Xay(1) Small size Br 72,000 ﾍﾞｲﾘｰ橋 無 耕作地 

2 10+200 180 Sedone Large scale Br. 801,600 渡船 有 学校 

Saravan -Sedone 橋間工費計 873,600      

3 10+700 56 Bandan 
Low Profile 

Culvert
34,400 河床 無 耕作地 

4 11+100 36 Kudseng 
Low Profile 

Culvert
34,400 河床 無 耕作地 

5 12+300 14 Xay(2) Culvert 34,400 木橋 無 耕作地 

6 14+100 21 Doua Noy Culvert 34,400 木橋 無 耕作地 

7 14+800 22 Doua Ngai Culvert 34,400 木橋 無 耕作地 

8 15+700 56 Ngang 
Low Profile 

culvert
34,400 河床 無 耕作地 

9 16+100 17 Bong(1) Culvert 34,400 木橋 無 耕作地 

10 16+200 16 Bong(2) Culvert 34,400 木橋 無 耕作地 

11 20+000 28 Doukdam Small size Br 72,000 木橋 無 耕作地 

12 20+600 22 Kapke Small size Br 72,000 木橋 無 耕作地 

13 21+500 32 Nabone Small size Br 72,000 木橋 無 耕作地 

14 21+900 25 Lei Small size Br 72,000 木橋 無 耕作地 

15 22+500 17 Mai Culvert 34,400 河床 無 耕作地 

16 22+600 18 Kok Culvert 34,400 木橋 無 耕作地 

17 22+900 18 Kok Noy Culvert 34,400 木橋 無 耕作地 

18 23+000 18 Kok Ngai Culvert 34,400 木橋 無 耕作地 

19 23+700 34 Keukkek Small size Br 72,000 木橋 無 耕作地 

20 24+900 20 Phai Culvert 34,400 木橋 無 耕作地 

21 25+100 20 Sim Culvert 34,400 木橋 無 耕作地 

22 26+100 25 Ngan Small size Br 72,000 河床 無 耕作地 

23 27+400 12 Nang Ngou Culvert 34,400 河床 無 耕作地 

24 28+100 12 Pong Culvert 34,400 河床 無 耕作地 

25 28+700 12 Hue Culvert 34,400 河床 無 耕作地 

26 28+900 12 Kha Ngom(1) Culvert 34,400 河床 無 耕作地 

27 30+500 20 Kha Ngom(2) Small size Br 72,000 木橋 無 耕作地 

28 32+100 12 Lek Culvert 34,400 河床 無 耕作地 

29 33+000 20 Daeng Small size Br 72,000 簡易鋼橋 無 耕作地 

30 36+100 15 Portoror Civert 34,400 木橋 無 耕作地 

31 36+600 20 Khampom Small size Br 72,000 木橋 無 集落 

32 36+900 15 Nok Khein Culvert 34,400 木橋 無 集落 

33 37+000 8 Urzan Culvert 34,400 木橋 無 集落 

Sedone 橋ーTumulan 間工費計 1,404,000     
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表-2.10 Saravan 県  (R15B-1G 交差点起点) (Tumulan-Sepaam 橋.間) 

No.  ｷﾛﾎﾟｽﾄ 
橋長

(m) 
河川名 構造形式 

建設費 

(千円) 
現況 住民移転 沿線状況

34 37+400 50 Sekathet Medium Scale Br. 115,000 迂回 無 集落 

35 37+700 15 Namian Culvert 34,400 河床 無 林野 

36 38+200    Culvert 34,400 河床 無 林野 

37 38+500 18 Tau Noy Small size Br 72,000 河床 無 林野 

38 39+100    Culvert 34,400 河床 無 林野 

39 39+500 35 Et Ngai Small size Br 72,000 河床 無 林野 

40 41+100 20   Small size Br 72,000 河床 無 林野 

41 42+100    Culvert 34,400 河床 無 林野 

42 42+700    Culvert 34,400 河床 無 林野 

43 43+100    Culvert 34,400 河床 無 林野 

44 43+500  Pathek Small size Br 72,000 河床 無 林野 

45 43+900    Culvert 34,400 河床 無 林野 

46 44+500    Culvert 34,400 河床 無 林野 

47 45+100    Small size Br 72,000 河床 無 林野 

48 45+200    Small size Br 72,000 河床 無 林野 

49 46+000    Culvert 34,400 河床 無 林野 

50 46+300    Small size Br 72,000 河床 無 林野 

51 46+700    Small size Br 72,000 河床 無 林野 

52 47+300    Culvert 34,400 河床 無 林野 

53 47+900    Small size Br 72,030 河床 無 林野 

54 50+800    Culvert 34,400 河床 無 林野 

55 51+600    Culvert 34,400 河床 無 林野 

56 52+300    Culvert 34,400 河床 無 林野 

57 52+600    Culvert 34,400 河床 無 林野 

58 53+200    Culvert 34,400 河床 無 林野 

59 53+800    Culvert 34,400 河床 無 林野 

60 54+400    Culvert 34,400 河床 無 林野 

61 54+600    Small size Br 72,000 河床 無 林野 

62 54+800    Culvert 34,400 河床 無 林野 

63 54+900    Culvert 34,400 河床 無 林野 

64 55+200    Culvert 34,400 河床 無 林野 

65 55+600    Culvert 34,400 河床 無 林野 

66 55+800 10   Culvert 34,400 ｺﾝｸﾘｰﾄ橋 無 林野 

67 55+900 10   Culvert 34,400 ｺﾝｸﾘｰﾄ橋 無 林野 

68 56+300    Culvert 34,400 河床 無 林野 

69 56+450    Culvert 34,400 河床 無 林野 

70 56+500    Culvert 34,400 河床 無 林野 

71 56+700    Culvert 34,400 河床 無 林野 

72 56+800    Culvert 34,400 河床 無 林野 

73 56+900    Culvert 34,400 河床 無 林野 

74 57+000    Culvert 34,400 河床 無 林野 

75 57+100    Culvert 34,400 河床 無 林野 

76 57+300    Culvert 34,400 河床 無 林野 

77 57+600    Culvert 34,400 河床 無 林野 

78 58+300    Culvert 34,400 河床 無 林野 

79 59+100    Culvert 34,400 河床 無 林野 

80 59+300    Culvert 34,400 河床 無 林野 

81 61+200 45 Sepaam Medium Scale Br. 115,000 河床 無 林野 

Tumulan-Sepaam 橋間工費計 2,188,430       
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積算条件： 

①基準とした積算指標 

ラオス北部 13 号線で橋長 195m のヒンフープ橋が日本の無償援助で建設中であり、同事業は 

平成 18 年 4 月に事業費が積算され、また橋梁規模、建設される地域も本計画対象橋梁である 

Tathai 橋、Sedone 橋と類似していることから、工事費の概略積算の基準として使用した。 

なお、小規模橋梁は支間 25ｍ、中規模橋梁は支間 50ｍ（25ｍ×2 径間）とする。 

②上部工単価 

単純 PC 桁(支間 25m)の上部工単価は箱桁橋(支間 45m)の平均 m2 当たり単価の比を 0.6 として 

算出した。比率根拠は社団法人プレストレストコンクリート建設業協会発行の PC 道路橋計画マ 

ニュアルを参考とした。 

③下部工単価 

下部工は、m3 あたり単価をヒンフープ橋の橋台、橋脚の工費より算出して適用した。 

④カルバート単価 

カルバートは工事種別が橋台と類似しているためヒンフープ橋の橋台の工事費よりコンクリ 

ート m3 あたり単価を算出してカルバートの単価に適用した。 

⑤取り付け道路 

取り付け道路はヒンフープ橋の舗装面積あたり単価を算出して適用した。 

⑥その他 

護岸、仮設費は本体工事費に対する比率、輸送梱包、技能工派遣、機械損料は護岸仮設費を 

含む本体工事の比率、共通仮設費、現場管理費は直接工事費に対する比率、一般管理費はこれ 

らの全ての費用に対する比率をヒンフープ橋の積算結果より算出して適用した。ただしカルバ 

ート、小規模橋梁、中規模橋梁では技能工派遣を削除した。 

 

2-4-2 本案件の妥当性 

国道 1G 号線はベトナム戦争以前、ラオス国の幹線道路として建設された道路であり、ベ

トナム戦争当時ホーチミンルートとして北ベトナムから南ベトナムへの物資輸送ルートと

して使われた。このためアメリカ軍により猛烈な爆撃を受け路線上の橋はことごとく破壊さ

れている。戦争終結後も橋梁が無いため地域住民が利用するだけの道路として放置されてい

たため部分的に非常に荒廃している。路線上の橋梁の位置、名称等は中央の MPWT も確実に

は把握していない。このため M.Phin～Tathai 橋間、Saravan～Tumulan 間以外の橋梁の名称

（河川の名前）や数、その位置はラオス側が提出してきたものと本調査で確認されたものと

では大きく異なっていることが本調査で確認された。本計画実施に関して以下の問題点が挙

げられる。 

● 国道１G 号線は Saravan から M.Phin まで迂回路のない道路であり、M.Phin 側及び

Saravan 側から順次橋梁を建設していかなければ橋梁建設は不可能である。 

● Sedone 橋～Tumulan 間の橋梁はかなり損傷した木橋であり現在でも 2ｔ以上の車両

の通行は危険な状況である。Sedone 橋が完成して大型車両の通過が可能となっても

これらの木橋が大型車両の通行可能な橋梁に整備されなければTumulanまでの大型

車両の交通は確保できない。 
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● 要請はある程度の規模を有した橋梁のみを対象としているが、このほかに規模は小

さいながらも河床走行を余儀なくされる区間が存在するため、それらの橋梁建設が

必要である。 

● Tumulan～Sepaam 橋間の 6 橋梁を 初の段階（Phase1）で建設することが要請され

ているが、現地踏査の結果より表 2.10 に示すようにこれら橋梁以外にも多数の橋

梁、ｶﾙﾊﾞｰﾄ等の構造物の整備及び道路の整備を実施しなければ本区間の交通は確保

できない。 

● Tathai 橋～Sepaam 橋間では橋梁建設の要請が挙がっていないが、この区間の通行

を確保するには表 2.8 に示すように幾つかの橋梁、ｶﾙﾊﾞｰﾄの建設が必要である。 

 

現地調査の結果及び概略事業費の算出結果より、原要請のプロジェクト目標（国道１G 号

線全線通行確保）を達成するためには、相当の事業費（要請金額の約 2倍）が必要になると

考えられることから、現在の要請に沿って国道１G 号線の一部の橋梁整備を行う場合でも

「Tumulan までのアクセス改善（確保）」とする等、本計画の実施目的を再整理する必要があ

ると思われる。 

また、Saravan から Tumulan までのアクセス改善（確保）をプロジェクト目標とする場合、

国道 1G 号線以外に現在整備中の国道 15A 号線からのアクセス方法（道路）もあることから、

整備対象道路としての妥当性を検討する際、複数のルートの比較を行う必要があると考える。 
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第 3 章 環境社会配慮調査 

3-1 環境社会配慮調査の必要性の有無 

 

3-1-1 環境に関する行政組織 

  1999年の環境保護法Environmental Protection Lawによれば、環境に関する行政組織とし

ての部署と役割は表3.1のとおり定められている。 

 

表 3.1 行政組織と役割 

部 署 役 割 

科学技術環境庁 

STEA 

・環境戦略策定、法令の整備 

・環境管理・モニタリングの実施およびそれらの結果の政府への報告 

・事業主体と地方当局との調整 

・研究 

・EIA 実施の指示および環境証明書発行 

・関係機関と連携し環境影響低減措置 

・環境に関する苦情への対応 

・環境に関する国際協力 

・職員への技術訓練指導 

県 

Province 

・セクター毎の環境保護計画、環境に関する規則の整備およびその施行

状況のモニター 

・環境保護技術の研究 

・管轄セクターによる環境負荷増大行為のモニター・低減・禁止 

・職員技術訓練指導 

・科学技術環境庁との連携 

・天然資源情報の管理 

市・特別地域 

Municipal/Special Zone 

・市・特別地域毎の環境保護計画、環境に関する行政令の整備および 

その施行状況のモニター 

・環境保護技術の研究 

・管轄部署による環境負荷増大行為のモニター・低減・禁止 

・職員への技術訓練指導 

・科学技術環境庁と連携 

・環境に対する苦情への対応 

地区 

District 

・地区毎の環境保護計画、環境に関する地区条例の整備およびその施行

状況のモニター 

・環境保護技術の研究 

・管轄部署による環境負荷増大行為のモニター・低減・禁止 

・職員への技術訓練指導 

・天然資源情報の管理 

・環境に対する苦情への対応 

村 

Village 

・村毎の環境保護計画、環境に関する村条例の整備およびその施行状況

のモニター 

・村民啓蒙・教育 

・地区当局と環境活動の実施 

 

道路プロジェクト実施に関しては、中央政府では公共事業運輸省(MPWT)道路局(DOR)環境

社会課（ESD）が、地方政府レベルでは公共事業運輸局環境社会課（ESU）が担当し、相互に

連携して農業森林局や科学環境局などの必要な部局との調整や環境管理とモニタリングを

担当することとなっている。 
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3-1-2 環境関連法令 

  ラオス憲法（1991）により環境保護・開発事業における環境影響評価の必要性が述べられ、

1999年の環境保護法Environmental Protection Lawに環境影響評価（Environmental Impact 

Assessment, EIA）について規定されている。 

ラオス国の環境管理は首相府水資源環境庁WREA（以前は科学技術環境庁STEAという名称で

あったが2007年11月にWREAに改名）の環境部(DOE)が行っている。ラオスには国際機関や先

進各国（WB,ADB,UNDP,SIDA,DANID,NORADなど）からの援助で基本法令が2000年前後に順次整

備され、さらにその助言の下で環境保護法Lawに基づきセクターごとに実務的な規則・ガイ

ドラインやマニュアルを含む環境関係文書の整備が進められている。（収集資料リスト参

照） 

基本法令には①「環境保護法実施に関する法令（STEA 1999）-Decree」、②「環境評価に

関する規則(STEA 2000)-Regulation」 がある。また、補償と住民移転に関するものとして、

③「開発プロジェクト影響住民の補償と移転に関する法令(STEA 2005)-Decree」、④「開発

プロジェクト影響住民の補償と移転法令実施に関する規則(STEA 2005)-Regulation」、⑤「開

発プロジェクトにおける補償と住民移転に関するテクニカル・ガイドライン(STEA 

2005)-Technical Guidelines」がある。これらの内容は補償と住民移転も含めた社会配慮に

関するものであり、初期社会評価ISA・社会影響評価SIA・住民調査・住民移転計画RP・異議

申し立てGrievance・少数民族向上計画EMDP・ジェンダー・モニタリングと評価、などが多

岐に亘って言及網羅されており、社会配慮に関する重要な文書であり、Environmental 

Assessment 関連文書を補完するものである。 

道路プロジェクト実施に関しては、公共事業運輸省(MPWT)道路局(DOR)環境社会部(ESD)が

環境問題を担当しており、同セクターとしての規則等には、⑥「道路プロジェクトの環境影

響評価に関する規則(ESD-MPWT 2003)-Regulation」、⑦道路プロジェクトの環境影響評価手

続きに関するマニュアル(ESD-MPWT 1998)-Manual」がある。 

 

3-1-3 IEE 及び EIA の実施フロー 

（1）実施フロー 

ラオス環境規則によると、全ての事業の認可・予算化および実施の決定のためには環境評

価（EA：Environmental Assessment）を行う必要があると定められている。即ち、水資源環

境省WREA（前科学技術環境省STEA）の環境評価に関する規則(2000)第3条及び公共事業運輸

省MWPT（前MCTPC）の道路プロジェクト環境影響評価に関する規則(2003)第3条の条文で、計

画実施担当省（本計画においてはMPWT）がWREA環境部に所定の文書を提出し、WREAの審査を

受けて事業実施前に環境許可証明書(Environmental Certificate)を取得すると規定されて

いる。これら手続きは、事業実施による環境影響の度合いによって次のような3段階（ステ

ップ）があり、ステップに応じて手続き内容がより詳細となり、且つ手続き完了に時間を要

するものとなっている。 

① 負の環境影響がなく環境説明書(Project Description PD)のみの添付申請でよい場合 

② IEE報告書の提出が必要な場合、 小限の負の影響であってもその緩和策を含む環境管

理計画書EMPを添付するか、または調査の結果さらにEIA が必要と判断された場合のEIA

のためのTOR案の提案が必要 
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③ かなりの負の影響がありEIA報告書提出が必要な場合 

ラオス環境法による環境許認可取得に関わる手続きのフローチャートを図3.1に示す。 

 

 

図3.1 環境許認可取得手続きのフローチャート 

 

（2）報告書の作成 

IEE及びEIA調査報告書は、登録有資格機関・コンサルタントがESDからの委嘱によりWREA

の指導に従い種々の規則・基準に基づいて作成することになっており、同報告書に記載すべ

き内容及び様式は、環境評価に関する規則(STEA 2000)のAnnex3及びAnnex4に示され、また、

各条文に詳しく記載されているが、以下に主な点を記す。 

①IEE報告書については、環境評価に関する規則(STEA 2000)第5条・第9条で環境管理計画書

EMPを含めて作成が指示されているが、道路プロジェクトの環境影響評価に関する規則

(2003)第10条では次のように記載されている。 

“The content of the IEE shall include measures for prevention and reduction of 

environmental impacts, environmental plan of these and other activities deemed 

necessary.” 

なお、EIAが要求されない場合においても、事業認可の環境証明書の取得のためにIEE報

告書に環境管理計画書（EMP:Environmental Management Plan）を添付することになって

いる。（道路環境評価規則第14条第1項） 

②IEEの結果さらにEIAが必要と判断された場合には、EIAのためのTerms of Reference(TOR)

案が要求されている。道路プロジェクト環境影響評価に関する規則（2003）第9条ではEIA
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が必要な事業を以下のとおり規定している。 

1）道路用地ROW内での新規建設または大規模修復 

2）ROW外での新規建設 

3）住民移転・森林保護区域・歴史文化遺産保護区域等の環境問題がある区域での建設 

一方で、上記規則第11条では“environmental impacts will be complex”の場合には

詳細なEIAが必要とされるとの記載があり、第9条と第11条の関係が不明確とも言えるが、

実際にはプロジェクトの内容がかなり明確になった時点でEIAの必要性が決定されるもの

と考えられる。 

③社会配慮に関しては、開発プロジェクト影響住民の補償と移転法令実施に関する規則

(STEA 2005)第3条及び第5条に初期社会評価（ISA：Initial Social Assessment）の必要

性が明記されている。環境評価に関する規則(2000）第5条及びSTEA 2005の第3条で示され

ているプロジェクトサイクル図からISAは、IEEと同時期に必要な文書である。また、EIA

が要求される場合と同様に社会影響評価（SIA：Social Impact Assessment）のためのTOR

案が要求されるとともに社会経済調査（SES:Social Economic Study）、住民移転計画

（RP:Resettlement Plan）及び少数民族向上計画（EMDP:Ethnic Minority Development 

Plans）も必要となる。 

④上記規則STEA 2005第11条では、事業によって影響を受ける人々が200人以下の場合におい

ても土地収用及び補償報告書の提出が求められており、詳細設計後に”finalized”され

ると記載がある。 

なお、ラオスRegulation- STEA2005が準拠したADBの住民移転基準では、影響住民200人

以下の環境分類Category B-住民影響が深刻でない-の場合でも簡易住民移転計画書の提出

が要求されている。 
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3-1-4 住民移転・用地補償 

（1）住民移転・用地補償に関する法律・規則等 

3-1-2に既述のとおりであるが、その他関係する法令は以下のとおり。 

① 土地法1997:公共目的の場合に補償の上で土地を収用 

② 森林法1996:森林の使用面積により使用認可を得る機関を指定 

③ 道路法1999:公共道路建設目的のために許容される道路敷地幅Right of Way-ROW 

を規定。（National Road-道路センターから両側に各25m, Provincial 

Road-同じく15m, District Road-同じく10m, Rural Road-同じく5m） 

（2）組織 

道路プロジェクトの場合の住民移転／用地補償にかかる組織及び役割を表3.2に示す。 

 

表 3.2 行政組織と役割 

組織 役割 

DOR 開発行為・住民移転補償の 高責任者 

DOR 地方事務所 事業実施あたり日常業務管理責任者 

県補償移転委員会 

Inter-Agency 

Compensation-Resettlement 

Committee at Provincial level: 

IAC 

・ROW 内に居住する住人の構造物・世帯・土地の調査 

・補償金額の決定 

地方補償移転委員会 

Local 

Compensation-Resettlement 

Subcommittee 

・住民説明・住民参加・住民協議の実施 

・損失物件の市場価格調査の補助 

・影響住民台帳作成、補償額見積もりおよび補償額決定の補助

・IAC への住民苦情申請の補助 

・県知事からの補償および手当ての支払い 

・地区・村レベルでのあらゆる住民移転およびその社会復帰支

援活動計画立案 

開発行為者（建設業者） DOR との契約で定められた環境管理計画、補償、住民移 

転の実施 

 

（3）実施フロー 

世銀WBやアジア開発銀行によるプロジェクトにおいては通常以下のプロセスとなる。 

①測量／設計 

できるだけ早期に環境社会調査および収用資産調査を行う。これは環境社会影響を

小限にするために測量設計段階で環境社会の状況を把握しておき、かつ補償費を適切に

予算に組み込むためである。 

②住民移転実施計画の策定 

深刻な影響が生ずる場合は本格RPを作成し融資銀行に提出する。影響が小さい場合は

影響を受ける資産名と数量、補償単価と再入手方法、補償総額及び実行計画などを記し
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た土地収用及び補償報告書（または簡易住民移転計画書）を作成する。 

③影響住民との協議 

RPや補償方針は地区と村の代表者、DORによってレビューされ、影響住民および県か

らのコメントを反映させ修正・決定する。 

④住民移転実施計画の公開 

RPの方針、補償単価は全影響住民に通知される。住民説明、リーフレットの配布が行

われる。 

⑤補償契約と補償金支払い 

建設業者が建設を始める3～6ヶ月前には契約を結び補償金支払いを完了し、影響住民

が移転できるようにしておく。補償金の支払いは地方政府代表者の立会いの下でDORス

タッフによって行われる。 

 

3-2 初期環境調査の結果 

 

ラオス国公共事業運輸省環境社会部（MPWT-ESD)と合同で対象 34橋(表 2.1 参照)に対して

JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づき、初期環境調査（IEE）を実施した。調査方法は、

主に現地踏査における目視確認、サイト周辺の住民からのヒアリング、その他関係者からの

情報入手とした。JICA 様式に基づくスコーピングマトリックスを表 3.3 に示す。環境影響の

概要は以下のように考えられる。（橋梁 No.や橋長は表 2.1 による） 

（1）環境社会への影響 

● No.1 橋(橋長 54ｍ)は Phin の国道 9 号線とのＴ字交差点の始点から約 300ｍにあり、

架け替える場合は仮設橋工事のために北岸上・下流側及び南岸・下流側では道路用地

（ROW）内の商店・家屋数軒の移転が必要となり、南岸上流側の ROW 内には電柱があ

り移設が必要になる。なお、道路用地 Right of Way(ROW)は 1999 年制定の Road Law

により、国道の道路用地幅は道路センターラインから両側 25ｍ計 50ｍと規定されて

いる。 

● No.4－Tat Hai 橋（橋長 250ｍ）地点では、破壊された旧橋の残骸を歴史保存のため

に上・下流側どちらかにルートをふった場合、北岸では上・下流側共に ROW 内外にあ

る 3、4 軒程度の高床木造構造の商店・家屋の住民移転の発生が余儀なくされる。南

岸では上・下流側ともに家屋はなく住民移転はない。なお、北岸・上流側の ROW 外に

は Wat Po(森の寺)という寺の広大な敷地がある。また、Banghiang 川の上流側は国定

保護区で川での釣魚禁止区域になっている。 

● No.6－Sedone 橋（橋長 180ｍ）地点でも、同様に旧橋残骸を避けて上・下流側にルー

トをふる場合、北岸下流側で道路脇 ROW 内の簡易木造の商店１軒の移転が必要となる。

北岸上流側には近くに小学校があるが校庭も含めて ROW 外であり移転の必要はない。

南岸の上・下流側ともに家屋はない。 

● 残る対象 31 橋地点では、上・下流側のどちらにルートをふる場合でも近接家屋は全

く見られず住民移転を含めて環境社会面に負の影響は少ないと思われる。 
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（2）自然環境への影響 

ラオスでは自然環境保護のために 1993 年に首相令により国定保護区（National Protected 

Area-NPA）システムが制定されており、全国で 20 箇所の NPA と 2 つの回廊がある（これら

は以前、国定生物多様性保護区―NBCA と呼ばれていた）。この NPA は、①森林、野生生物及

び水資源の保護、②自然多様性および環境状態の保全、③レジャーと研究のために自然美の

保護を目的としており、ラオス国土面積の 14％以上を占める重要な自然環境資源である。 

一方、既存地図資料（添付資料4参照）ではSavannakhet ProvinceでDong Phou Vieng NPA

及びSaravan ProvinceでXe Bang Noun NPAが国道１G号線上または近接しており、プロジェ

クト実施による影響が懸念され、特に北部Phin近くのNo.2橋-No.3橋中間の道路には農業森

林部検問所が監視体制を敷いている。しかし、両NPA共にわずかながら国道1G号線をはずし

て境界が設定されているとの両Province農業森林事務所からの説明であった。しかし、いず

れも近接しているので工事中及び資材運搬による騒音・振動・大気汚染その他の影響を可能

な限り防ぐ環境管理対策が必要であると考えられる。 

（3）スコーピング 

表3.3のJICA 様式に基づくスコーピング・マトリックスに示すように、主要な環境影響は

以下のとおりであるが、ルート選定時及び建設工事中に十分な対策を検討することにより防

止または低減できるものと考えられる。 

１-Resettlement：調査対象34橋のうち3橋梁地点にてROW内で住民移転が発生するが、No.1

橋梁付近以外では高床式簡易木造家屋であり、人々の共同作業により人

力による小移動で完了する。 

10-Water Rights and Rights of Common：架橋地点での各河川での工事中の影響がある。 

しかし、一部の森林がROW両サイド各25m幅で伐採されるが、既存道路で

あり大きな影響とはならない。 

11-Sanitation:工事中の現場及び宿舎において発生する恐れあり。 

18-Fauna and Flora：県レベルの担当者からは貴重種は特にないとの話であったが、一部

国定保護区NPAに近い区間があり且つ正式なインベントリーはない

ことから絶対に貴重種がいないとは言い切れない。要確認。 

22-Air Pollution：工事中の建設車両の通過による現場での排気及び土ぼこり。 

23-Water Pollution：工事中の橋梁建設現場の河川及び宿舎からの排水。 

25-Waste：工事中の現場及び宿舎からの廃棄物。 

26-Noise and Vibration：建設車両による騒音・振動の発生。 

28-Offensive Odor:工事中の現場や宿舎において発生する恐れあり。 

30-Accidents:建設車両の通行や現場作業における事故。 

（4）現地ヒアリング結果 

対象国道１G号線付近で、住民意見聴取を計14人(Tat Hai地域9人、Sedone地域4人、Phin

地域1人)に対して個別に実施したが、全員がプロジェクト実施に対してはPositiveであった。

但し、移転必至と思われる聴取者は同時に補償の必要性に言及している。 

（添付資料5：Summary of Interview参照） 
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3-3 カテゴリー確定と基本設計調査時の環境配慮事項 

 

本計画に関しては、計画対象 34 橋を個別に判断した場合、32 橋は IEE のみでよいと思わ

れる一方で、本予備調査において負の環境社会影響は大きくないと判断している 200m 長に

及ぶ Tat Hai 橋と Sedone 橋の新橋 2 橋の建設に関して EIA の必要性を断言することは困難

である。 

しかし、本予備調査の IEE レベル調査に同行した MPWT-ESD 担当者によると、本プロジェ

クトは既存道路上の橋梁修復または架替えでありほとんどがROW内の工事である可能性が高

く、また重要な NPA 森林保護区内でもないことからラオス国環境関連法令では特別な状況が

なければ EIA は要求されないこと、今回要請された対象 34 橋を含む地域においてこれまで

IEE や EIA は実施されたことはない、とのことであった。 

本プロジェクトにおいては、一部の橋梁架け替えにおいて住民移転が発生すること及びプ

ロジェクトサイトが国定保護区に近接しており、工事に際して環境管理対策が必要であるこ

とから、本予備調査段階では本プロジェクトをJICAガイドライン上はカテゴリ－B案件と分

類する。ただし、IEE報告書のみ作成の場合でもわずかであるが住民移転が発生するため、

ラオス国環境関連規則により住民移転・少数民族対策を含んだ環境管理計画書の提出が義務

付けられる可能性がある。49もの多民族国家であるラオスでは地方の丘陵山岳地帯に多い少

数民族対策は不可欠であり、土地収用及び補償計画策定と工事中の環境管理計画も重要とな

る。したがって、JICA基本設計調査実施前または対象橋梁決定後に、MPWTに対して上記計画

書策定及びEIAの必要性の有無確認を含むIEEの早期実施を要求する必要がある。なお、IEE

及びEIA調査報告書は、ラオスの登録有資格機関が道路プロジェクトの環境影響評価に関す

る規則及び影響住民の補償と移転に関する規則等に基づき作成することになる。JICA基本設

計調査団はIEE実施のために適切な助言を行うと同時にその進捗に関してモニタリングを行

うことが望まれる。 
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表 3.3 スコーピングマトリックスの結果（2007 年 11 月 28 日時点） 

Name of Cooperation Project The Project for Construction of Bridges on the Southern Rural Area of Lao PDR for 
Poverty Reduction 
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Phase 
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Phase 

Operation 
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1 Involuntary Resettlement B B   B C
2 Local economy such as employment and 

livelihood, etc. 
C C   C C

3 Land use and utilization of local resources C C   C C
4 Social institutions such as social 

infrastructure and local decision-making 
institutions 

C C   C 

5 Existing social infrastructures and services C C   C C
6 The poor, indigenous and ethnic people C    C C
7 Misdistribution of benefit and damage C    C C
8 Cultural heritage      
9 Local conflict of interests C    C C

10 Water Usage or Water Rights and Rights of 
Common 

B    B C

11 Sanitation B   B  
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12 Hazards (Risk) 
Infectious diseases such as HIV/AIDS 

C   C  

13 Topography and Geographical features      
14 Soil Erosion      
15 Groundwater C   C  
16 Hydrological Situation C   B  
17 Coastal Zone      
18 Flora, Fauna and Biodiversity B   B B  B
19 Meteorology      
20 Landscape      

N
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al
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21 Global Warming      
22 Air Pollution B   B  B
23 Water Pollution B   B  
24 Soil Contamination    B  
25 Waste B   B  B
26 Noise and Vibration B   B  B
27 Ground Subsidence      
28 Offensive Odor B   B  B
29 Bottom sediment      

Po
llu

tio
n 

30 Accidents B   B  B

Rating: 
 A: Serious impact is expected. 
 B: Some impact is expected. 
 C: Extent of impact is unknown (Examination is needed. Impacts may become clear as study progresses.) 
 No Mark: No impact is expected. IEE/EIA is not necessary. 
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第 4 章 不発弾（UXO）関連調査 

4-1 当該国における不発弾の現状 

 

不発弾（UXO-Unexploded Ordnance）は、ベトナム戦争やラオス内戦の負の遺産としてラ

オス全土に多く残っており、完全に除去するにはこの先 100 年はかかるだろうと言われてい

る。15 年間続いたインドシナ戦争では、200 万トン～300 万トン（約 8,000 万発）の爆弾が

投下されたがそのうちの 10％～30%が不発弾 UXO として残っていると推定されている。特に

ベトナム戦争時のホーチミンルートは米軍の激しい爆撃を受け、特にラオス南部地域は不発

弾の汚染が深刻である。不発弾の種類は、500 ポンドに及ぶ大型爆弾から、迫撃砲弾、大砲

弾やクラスター爆弾による小爆弾（ボール爆弾 Bombies）などだが、まれに大型対戦車地雷

もみつかることもあるという。地中に埋まっている不発弾は農山村の人々の生活を脅かし、

農地を拡大するための土地の開墾にも障害になる。インタービューでも人々が も懸念して

いたのが小さな Bombie というボール小爆弾で、子供達が発見し遊んで事故を起こすことで

あった。なお、投下された爆弾の中には、ベトナムやラオス北部の爆撃後に基地に帰還する

爆撃機が未投下爆弾を途中で処理する“free drop zone”によるものも多く含まれていると

いう。ラオス全国土面積約 23.7 万平方キロに対して約 8.7 万平方キロが汚染地区とされ、

さらに約 1.2 万平方キロが”High risk zone”とされており、全土の２５％の村々が UXOの

影響を受け、1975 年以降の人的被害総計は 13,000 人に達している。また、ラオス政府の統

計資料では、UXO 汚染地区と貧困地区がほぼ一致するという報告も日常生活への影響を考え

ると理解できる。 

ラオス政府は 1995 年に国連とユニセフの支援により UXO Trust Fund を設立し、具体的な

活動部局として1996年にLao National Unexploded Ordnance Programme(UXO Lao)を設立し、

労働社会福祉省（MLSW）を所管官庁とし UXO Lao を同省の部局と位置づけた。その活動に対

して米国及び日本を始め多くの国々が資金援助等を行っている。UXO Lao の組織上の目的は、

UXO による被害を減らしそれによって食料増産のための土地利用を増やして社会経済発展に

寄与することにある。UXO Lao は設立時に も被害の大きい 10 地区を指定し、そのうち第 1

位 Savannakhet 及び第 3位 Saravan を含めた 9地区に拠点事務所を設置して活動をしてきた

が、活動開始以来約 938 件の犠牲者が発生しその 50％以上が子供たちとなっている。なお、

Saravane 地区には日本の無償援助が 2006 年～2008 年の予定で実施されている。その他、NPO

法人「日本地雷処理を支援する会」（JMAS）が 2006 年から第 2 位の汚染度が高い北部 Xieng 

Khouang Province で、外務省及び日本財団の資金援助により不発弾処理活動を開始している。 

 

4-2 プロジェクト対象地域における不発弾の状況 

 

本プロジェクトの Savannakhet 及び Saravan Province 中央部を南北に通る国道１Ｇ号線

は旧ホーチミン・ルートの一つであったために、UXO の危険性の大変高い地域と認識されて

おり、特に Savannakhet Province 内は危険度が高く今回の現地調査期間中に計 3 度にわた

って UXO 調査・除去チームに国道１G号線上で遭遇または沿線水田での調査活動を視認した。
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（図 4.1 参照）しかし、同チームには多くのスタッフが配置されているにも係らず UXO の数

量が多すぎてそれらの活動範囲は現在も平坦でオープンな水田や住民居住地の調査確認に

しか及んでおらず、インタービューでは住民達は異口同音に危険性を述べている。 近の国

道１G 線付近の事故では、2003 年頃に子供たちが被害にあった水田での Bombie による事故

がある。 

UXO Lao の活動には、発見通報により処理班が派遣される場合(Routine Task)と調査依頼

及び独自の調査計画に基づき調査(Area Clearance)を行う場合の 2 通りの活動がある。調査

機器は地表下 30cm まで探査可能な金属探査機が一般的だが、大型爆弾のように深くめり込

むケースに対してはドイツ製 Large Loop 金属探知機が使用され、地下 4m程度までの探査が

可能である。調査は通常 5～10 人/班編成で、現在 Savannakhet には 4チーム、Saravan には

3 チームが配置されている。調査スピードは現場の植生と地形等の条件にもよるが、150 ㎡

～500 ㎡/日・班程度とのことである。 

したがって、どんなに住宅地に近い場所であれ、木々や草むらが存在する地面に深く埋没

した UXO もあり得る危険地帯と見なし、UXO 調査実施が必須である。本計画においては、多

くの対象橋梁が高さ 2ｍ～5ｍの盛土道路のアプローチ道路延長線上にあり、盛土斜面など地

形が平坦でないケースが多い点に充分注意が必要である。 

 

 

 
 

 

図 4.1 UXO 分布図 
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第 5 章 結論・提言 

5-1 協力内容スクリーニング結果 

 

5-1-1 対象橋梁建設の優先度の検討 

当初要請による本プロジェクトの目的は、Saravan から国道 9 号線へのアクセスを確保し

M.Phin と Savannakhet を結んで地域開発を行うことであるが、この目的に対しては１G 号線

上の橋梁は理論上すべて同じ優先度を有していることから、本計画対象である国道１G 号線

上の橋梁を以下の 5区間に分けて、それぞれの橋梁建設の優先度（緊急性）を検討すること

とした。 

なお、国道１G 号線上にはすでに 4 橋のベイリー橋が存在しており、これらの橋梁は当面

大型車両（20t 未満）の通行が可能な状態であると判断されることから、これらの橋梁につ

いては今回の検討対象から除外する。 

 

A：Tathai 橋 

B：Tathai 橋～Sepaam 橋間の橋梁群 

C：Sedone 橋 

D：Sedone 橋～Tumulan 間の橋梁群 

E：Tumulan～Sepaam 橋間の橋梁群 

 

（1）評価手法 

評価手法として、AHP(Analytic Hierarchy Process:階級分析手法（添付資料 6 参照)）を

採用し、優先順位を決定するために考えられる評価基準（評価属性）として以下の 4項目を

想定した。評価基準の重要度の相対評価結果を表 5.1 に示す。 

 

① 裨益を受ける沿線の人口 (Population) 

② 農業開発の可能性 (Agriculture) 

③ 学校、病院等への地域住民のアクセス確保 (Access) 

④ 雨期の通行不可能の期間(Term of Impassable) 

 

評価指標 5 非常に大きな差がある 

 4 かなり大きな差がある 

 3 比較的差がある 

 2 若干差がある 

 1 同じ程度 
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表 5.1 評価属性に対する相対評価表 
評価属性 a b c d Eigen Vector Weight

① Population 1.000 2.000 0.333 1.000 0.904 0.195 

② Agriculture 0.500 1.000 0.333 0.500 0.537 0.116 

③ Access 3.000 3.000 1.000 3.000 2.280 0.493 

④ Term of Impassable 1.000 2.000 0.333 1.000 0.904 0.195 

  5.500 8.000 2.000 5.500 4.624 1.000 

 

  評価基準毎の相対評価によると、「①裨益を受ける人口」、「②農業開発の可能性」が も

高いと思われるのは、Saravan 側の Tumulan 迄の橋梁群（D）であり、「③学校、病院等への

アクセス」では Tathai 橋（B）、Sedone 橋(C)が他の区間の橋梁より必要性が高く、雨期、4

輪駆動車の「④通行不可能な期間」は Tathai 橋が も長く次いで Sedone 橋、その他の橋梁

は比較的短いという結果になった。相対評価結果を表 5.2～5.5 に示す。 

 

表 5.2 ①Population に対する各区間相対評価 
評価区間 A B C D E Eigen Vector Weight

A 1.000  2.000  0.333 0.333 2.000 0.850 0.150 

B 0.500  1.000  0.500 0.250 2.000 0.660 0.116 

C 3.000  2.000  1.000 1.000 1.000 1.431 0.252 

D 3.000  4.000  1.000 1.000 4.000 2.169 0.382 

E 0.500  0.500  1.000 0.250 1.000 0.574 0.101 

  8.000  9.500  3.833 2.833 10.000 5.684 1.000 

        

表 5.3 Agriculture に対する各区間相対評価 
評価区間 A B C D E Eigen Vector Weight

A 1.000  3.000  1.000 0.333 3.000 1.246 0.202 

B 0.333  1.000  0.200 0.250 2.000 0.506 0.082 

C 1.000  5.000  1.000 0.500 3.000 1.496 0.243 

D 3.000  4.000  2.000 1.000 4.000 2.491 0.404 

E 0.333  0.500  0.333 0.250 1.000 0.425 0.069 

  5.667  13.500  4.533 2.333 13.000 6.165 1.000 

      

表 5.4 Access に対する各区間相対評価 
評価区間 A B C D E Eigen Vector Weight

A 1.000  5.000  1.000 3.000 5.000 2.371 0.358 

B 0.200  1.000  0.200 0.500 1.000 0.457 0.069 

C 1.000  5.000  1.000 4.000 5.000 2.512 0.379 

D 0.333  2.000  0.250 1.000 3.000 0.871 0.131 

E 0.200  1.000  0.200 0.333 1.000 0.422 0.064 

  2.733  14.000  2.650 8.833 15.000 6.633 1.000 

 
表 5.5 Term of Impassable に対する各区間評価 

評価区間 A B C D E Eigen Vector Weight

A 1.000  4.000  2.000 4.000 4.000 2.639 0.415 

B 0.250  1.000  0.250 1.000 1.000 0.574 0.090 

C 0.500  4.000  1.000 4.000 4.000 2.000 0.314 

D 0.250  1.000  0.250 1.000 1.000 0.574 0.090 

E 0.250  1.000  0.250 1.000 1.000 0.574 0.090 

  2.250  11.000  3.750 11.000 11.000 6.362 1.000 
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（2）検討結果 

AHPによる検討結果を表5.6に示す。「C:Sedone橋」が も優先度が高く、次いで「A:Tathai

橋」、「D:Sedone 橋～Tumulan 間の橋梁群」の順で必要性が高いと考えられる。 

 
表 5.6 優先度の判定 

評価属性 

① ② ③ ④ 評価区間 

0.195 0.116 0.493 0.195 

終優先度 

A 0.150 0.202 0.358 0.415 0.310 

B 0.116 0.082 0.069 0.090 0.084 

C 0.252 0.243 0.379 0.314 0.326 

D 0.382 0.404 0.131 0.090 0.204 

E 0.101 0.069 0.064 0.090 0.077 
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5-1-2 事業計画案 

  上記優先度の検討結果より、事業目的及び事業規模に応じた実施計画案を表 5.7 に示す。 

本予備調査により、当初計画の目的となっていた国道１G 号線の通年交通を確保するため

には、当初想定していた以上の数の橋梁や構造物の整備が必要であること、プロジェクト完

了には多額の事業費が必要となることが確認された。計画実施にあたってはプロジェクトの

目的の再検討、整理が不可欠であり、その上で事業内容を慎重に検討する必要があると考え

る。また、必要性、妥当性、緊急性から対象橋梁の絞込み、選定を行う際には、先方負担工

事が少なくないことから、先方予算措置等を十分に確認する必要がある。 

また、施設建設型を前提に実施計画案を提示しているが、先方実施機関の実施能力（自

己資金による橋梁建設の実績等）や現地業者の施工能力等から推測すると小規模な橋梁

であれば建設は可能と判断されることから、今後協力対象を絞込む段階でコスト縮減等の

観点から、事業実施方法として一部の橋梁を資機材調達型とする方法も考えられる。た

だし、先方の予算措置を含めて慎重に検討する必要がある。 

 

表 5.7 事業計画案 

 事業目的 事業内容 事業規模 

（億円） 

課 題 

Sedone 橋 8.02

Tat Hai 橋 11.10

Sedone橋～Tumulan (9橋+22 ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 14.05

Tat Hai 橋～Sepaam (6 橋+4 ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 6.56

 

案

1 

１Ｇ号線全線通行 

Tumulan～Sepaam (12 橋+36 ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 21.88

 

 

61.61

事業規模が大きいだけで

なく、4 輪が走行できない

区間のUXO事前調査に時間

がかかる可能性が大きい。

Sedone 橋 8.02

Tat Hai 橋 11.10

 

案

2 

サラワン～トゥムランま

でのアクセス確保とサバ

ナケット県内～ムアンピ

ンへのアクセス改善 
Sedone橋～Tumulan (9橋+22 ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 14.05

 

33.17

28.44 億円の先方負担工事

が実現しなければ 1Ｇ号線

は開通しない。本計画の目

的を整理する必要がある。

Sedone 橋 8.02 

案

3 

サラワン～トゥムランま

でのアクセス確保 

Sedone橋～Tumulan (9橋+22 ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 14.05

 

22.07

39.54 億円の先方負担工事

が実現しなければ 1Ｇ号線

は開通しない。本計画の目

的を整理する必要がある。

Sedone 橋 8.02 

案

4 

規模の大きい橋梁建設に

よるサラワン県、サバナ

ケット県内のアクセス改

善 

Tat Hai 橋 11.10

 

19.12

案

5 

規模の大きい橋梁建設に

よるサラワン県内のアク

セス改善 

 

Sedone 橋 8.02 

14.05 億円の先方負担工事

が実現しなければ Tumulan

までのアクセス確保すら

不十分。（アクセス改善に

はなるが。）本計画の目的

を整理する必要がある。 
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5-2 基本設計調査に際し留意すべき事項等 

 

5-2-1 環境社会配慮 

本プロジェクトにおいては、一部の橋梁架け替えにおいて住民移転が発生する可能性があ

ること、プロジェクトサイトが国定保護区に近接しており、工事中の環境管理対策が必要で

あることから、住民移転・少数民族対策を含んだ環境管理計画書の提出が義務付けられる可

能性がある。したがって、JICA基本設計調査実施前または対象橋梁決定後に、公共事業運輸

省MPWTに対して上記計画書策定及びEIAの必要性の有無確認を含むIEEの早期実施を要求す

る必要がある。JICA基本設計調査団はIEE実施のために適切な助言を行うと同時にその進捗

に関してモニタリングを行うことが望まれる。 

 

5-2-2 不発弾 UXO 関連 

国道 1G 号線上は UXO の危険性の大変高い地域であることから、対象範囲にかかる UXO 事

前確認調査の実施は必須である。基本設計調査を実施する場合には対象橋梁毎に UXO 調査範

囲及び調査時期について検討した上で先方実施機関に対して事前に実施申し入れを行う必

要がある。図 5.1～5.4 に橋梁規模毎の UXO 調査範囲（案）を示す。 

 

 

図 5.1 UXO 調査範囲（Sedone Bridge） 

 

100m

50m

400m 180m 300m 

School

Saravan Side Tumulan side 

Center Line of 
Existing Road 

Corner of the detected Area shall be clearly 
shown by Pegs  

Abutment
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図 5.2 UXO 調査範囲（Tat hai Bridge） 

図 5.3 UXO 調査範囲（中規模橋梁） 

 

図 5.4 UXO 調査範囲（小規模橋梁及びカルバート） 
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5-2-3 本体工事工程 

本計画対象橋梁の本体工事に関しては、雨期乾期の影響（雨期の河川水位や道路の状

況による影響）を大きく受けることが予想され、工事実施が可能な時期が限られるもの

と考えられる。既存道路の維持管理等先方負担工事の実施時期や期間、そして本体工事

の概略工程案（工事開始時期）を想定した上で、適切な詳細設計の開始時期（E/N 締結

時期）、基本設計調査の実施時期を検討する必要があると考える。 

 

5-2-4 基礎情報の収集 

プロジェクトの目的の再検討、整理を行う際、プロジェクトの位置付け及び裨益効果につ

いて地域開発の観点も含めた検討を行うために、本予備調査にて入手出来なかったプロジェ

クトサイト周辺の人口(分布)、住民生活状況、産業構造、公共商業施設（診療所、学校、役

場、商店等）等の基礎情報を基本設計調査にて収集する必要がある。 



 

 

 

【添 付 資 料】 

 

1 ： 署 名 ミ ニ ッ ツ  

2 ： 現 況 写 真 集  

3 ： B r i d g e  I n v e n t o r y  

4 ： 国 定 保 護 区 （ N P A ）  

5 ： S u m m a r y  o f  I n t e r v i e w  

6 ： 階 級 分 析 手 法 （ A H P ）  

7 ： 収 集 資 料 リ ス ト  
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Savannakhet Province M.Phin～Tathai Bridge (Distance 31km)  

  

No.1+100  Se Chon Bridge  No.1+100  Se Chon Bridge 
  

No.1+300 No.5+300 
  

No.30+700 Tat hai Bridge  No. 30+700  Tat hai Bridge  
 

添付資料 2



 
Savannakhet Province Tathai Bridge～Sepaam river (Distance 20km) 

  

No 31+000 Village near Tathai Bridge No 35 +000 Tat hai Khak Village 
  

No. 38+000 No 40+900 
  

No 41+900 No44+300 
 



 
Savannakhet Province Tathai Bridge～Sepaam river (Distance 20km) 

  

No.47+300 No.47+500 
  

No.47+900 No.48+800 
  

No.50+500 No51+000 Sepaam River 
 



 
Saravan Province NH15B～Tumulan Village （Distance 37km）  

  

No.5+000 Xay1 Bridge (1) No.5+000 Xay1 Bridge(2) 
  

No.5+000 Xay1 Bridge(3) UXO near the Pier No.5+000 UXO near the Pier 
  

No.10+200 Sedone Bridge (1) No.10+200 Sedone Bridge(2) 



 
Saravan Province NH15B～Tumulan Village （Distance 37km） 

  

No.10+200 Sedone River Ferry No.10+700 Bandan Bridge 
  

No.11+100 Kudseng Bridge No. 12+300 Xay2 Bridge 
  

No.14+100 Dua Noy Bridge No.14+800 Dua Ngai Bridge 
 



 
Saravan Province NH15B～Tumulan Village （Distance 37km） 
  

No.15+700 Ngang Bridge No.18+100 Bong1 Bridge 
  

No.20+000 Doukdam Bridge No. 20+600 Kapke Bridge 
  

No. 21+500 Nabone Bridge (1) No.21+500 Nabone Bridhge (2) 



 
Saravan Province NH15B～Tumulan Village （Distance 37km） 
  

No.21+900 Ley Bridge No.22+500 Mai Bridge 
  

No.22+600 Kok Bridge No. 22+900 Kok noy 
  

No.23+000 Kok Ngay Bridge No. 23+700 Keukkek Bridge 
 



 
Saravan Province NH15B～Tumulan Village （Distance 37km） 
  

No.24+900 Phai Bridge No.25+100 Sim Bridge 
  

No. 26+100 Ngan Bridge No.27+400 Nang Ngou Bridge 
  

No.28+100 Pong Bridge No.28+700 Kha Ngom 1 Bridge 
 



 
Saravan Province NH15B～Tumulan Village （Distance 37km） 
  

No.30+500 Kha Ngom 2 Bridge No.32+100 Lek River 
  

No.33+000 Daeng River No.36+600 Khampom Bridge 
  

No.36++900 Nok Khein Bridge No.37+000 Urzan Bridge 
 



 
Saravan Province Tumulan Village～Sepaam Bridge （Distance 24km） 
  

No.37+400 Sakathet Bridge No.39+500 Hinhat Bridge 
  

Road to the Sepaam bridge(1) Road to the Sepaam Bridge (2) 
  

Road to the Sepaam Bridge(3) Road maintenance Road to the Sepaam Bridge(4) 
 



 
Saravan Province Tumulan Village～Sepaam Bridge（Distance 24km） 
  

Road to the Sepaam Bridge (5) No. 55+800 
  

No.55+900 No.61+200 
  

No.  No.37+200 Tumulan District Office 
 
 



環境社会配慮関連 写真 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.1 橋の北岸下流側 ROW 付近の商店と家屋    同上流側 ROW 付近の商店と家屋 

               No.1 橋の南岸側 ROW 内の構造物               
 
 
 
No.4 Tat Hai 橋 
 北岸側、橋台方向の ROW 内商店・家屋 
 
 
 
 
 
No.4 Tat Hai 橋 
 北岸・上流側橋台近くの ROW 内の家屋 
 
 
 



 
 
 
No.4 Tat Hai 橋 
 北岸・上流側 ROW 外にある 

Wat Po (森の寺)の境界を示す小石塔 
 
 
 
 

 
 
 
 
No.6 Sedone 橋 
北岸・下流側 ROW 内から見た小学校 
 の校庭と校舎 

   
 
 

 
 
 
 
No.6 Sedone 橋 
北岸・上流側 ROW 内の商店 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Tumulan の中心地 
 送電線がここまで敷設されている 
 
 
 



 
 
 
 
 
農山村の典型的な家屋 
 Tat Hai 南岸に近い部落 
 電力供給はない 
 
 
 
 

 
 
 
 
Don Phou Vieng 国定保護区(NPA)監視所 
 No.2-No.3 橋中間地点に設置され 24 時間の 
 監視体制にある 
 
 
 
 

 
 
 
 
Don Phou Vieng 国定保護区に近い 
国道１Ｇ沿線の森林、 
No.3 橋と No.4 Tat Hai 橋中間地点 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



不発弾ＵＸＯ関連 

 
 
 
 
 
処理済の大型爆弾 
 UXO Lao Saravane 事務所にて 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
深部探査用金属探知機 
 地中にめり込んだ大型爆弾の探知に使用する 
 ドイツ製 Large Loop Metal Detector、 

理論的には Max.地下４ｍ程度まで探査可能 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
UXO Lao Savannakhet 事務所の処理・調査班 
約 15 人が 2 台の車で移動中に国道１Ｇ上で遭遇 
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A:Dong Phou Vieng NBCA
B:Xe Ban Nuan NBCA

Note: NPA was formerly National Biodivdersity Conservation Area (NBCA)
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階級分析手法（Analytic Hierarchy Process(AHP)）について 
 
様々な評価属性を持つ評価対象の優先度を判定する手法はいろいろ考えられるが、評価

属性及び評価対象をそれぞれ 1 対１の相対評価を行いそれら相対評価の合成として優

先度の判定を行う階級分析手法について紹介する。 
 
簡単な例として、たとえばある人（評価者）が家（評価対象）を購入したいと考えその

候補として 3 軒の家が候補に挙がったと仮定する。このとき評価者による家の選択の基

準（評価属性）が１。値段、２。通勤距離、３。広さ、４。建築年であったとする。こ

のとき候補に挙がった家をどのようにＡＨＰを使って選択するか、例をここで述べる。 
 
（１） 第１段階 
 
まず第１段階として評価属性の評価者にたいする重み（Weight）を相対評価で算定する。

相対評価とは、値段と通勤距離、値段と広さ等評価属性それぞれが評価者Ａにとってど

のような評価になるかを検討する。たとえば、評価者にとって家の値段と通勤距離では

どちらが重要か表-１に記載されている評価基準で評価する。 
 

相対評価の値 定義 説明 

1 重要性は同じ 目的に対して二つの評価対象は同じ重

要性を持っている。 

3 比較対象と比べて若干重要 経験、判断により若干比較対象より好ま

しい。 

5 比較対象と比べてかなり重要 経験、判断によればかなり比較対象より

好ましい。 

7 比較対象と比べて非常に重要 比較対象に比べれば非常に好ましい。 

9 比較対象と比べて絶対的に重

要 
比較にならないほど大切または好まし

い。 

2.、4、6、8 上記の値の中間値 上記の中間の値の場合 

上の値の逆数 たとえば上記の例で３となった場合比較する項目と比較対象が逆になっ

た場合相対評価値は 1/3 となる。 
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評価属性の重要度を計算するための評価マトリックスは表-２のようになる 
 
表-２ 評価属性に対する相対評価表 

評価属性 値段 通勤距離 広さ 建築年 

値段 1 7 3 5 

通勤距離 1/7 1 1/5 1/3 

広さ 1/3 5 1 3 

建築年 1/5 3 1/3 1 

 
（２） 第２段階 
 
評価属性の相対評価が定まったら次に各評価属性にたいする評価対象の相対評価を同

様にして行う。これらの相対評価の値は評価者Ａの主観によって決められる。 
 
表-3 評価属性（値段）に対する相対評価表 

評価対象 家（Ａ） 家（Ｂ） 家（Ｃ） 

家（Ａ） 1 3 7 

家（Ｂ） 1/3 1 5 

家（Ｃ） 1/7 1/5 1 

 
上記の例では家（Ａ）が家（Ｂ）に対して若干やすく、家（Ｃ）に対して非常にやすい

ことを示している。同様にその他の評価属性通勤距離（表-4）、広さ（表-5）、建築年（表

-6）に関しても評価を行う。 
 
表-4 評価属性（通勤距離）に対する相対評価表 

評価対象 家（Ａ） 家（Ｂ） 家（Ｃ） 

家（Ａ） 1 1/3 1/7 

家（Ｂ） 3 1 1/5 

家（Ｃ） 7 5 1 

 



表-5 評価属性（広さ）に対する相対評価表 

評価対象 家（Ａ） 家（Ｂ） 家（Ｃ） 

家（Ａ） 1 3 1/5 

家（Ｂ） 1/3 1 1/7 

家（Ｃ） 5 7 1 

 
 
表-6 評価属性（建築年）に対する相対評価表 

評価対象 家（Ａ） 家（Ｂ） 家（Ｃ） 

家（Ａ） 1 1/5 1/3 

家（Ｂ） 5 1 3 

家（Ｃ） 3 1/3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（３） 第３段階 優先度の判定 
 
正規化されたアイゲンベクトル（Eigenvector）を用いて評価対象の優先度を判定する。

アイゲンベクトルの計算は表-7 の様にして行う。 
 
 

 

 
ここで Total= a+b+c+d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

は評価属性 それぞれのウェイトであり、各評価対象Ａ，

Ｂ，Ｃの総合評価は以下の式で計算される。 
 

 

 

はそれぞれの評価対象の優先度となる。ＡＨＰはあくまでも個々の評価項

目の相対評価の総合結果としてその優先度を決定する手法であるため相対評価する項

目同士の値の正確さにあまり注意する必要はない。たとえばＡとＢを比較して 3、Ａと

Ｃを比較して５であったとする。このときＢとＣの相対評価は数学的には３であるべき

であるが、これを２または４としてもかまわない。本来ＡとＢを比較して３、ＡとＣを

比較して５としたのも主観であり、ＢとＣの相対評価も主観で求めることをＡＨＰ手法

では許している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（４） 優先十順位の整合性 
 
通常ＡＨＰで使用される相対評価の値はそれぞれ整合性がなくてもかまわないが、整合

性が高ければ高いほど結果も信頼性の高いものとなる。しかしながら実際の評価では比

較する項目が多くなるほど完全な評価は難しくなる。このため整合性の度合いを示す指

数（Consistency Indices）を以下の式で計算し結果をチェックする事ができる。ここで

ＣＲの値が１０％以下の場合整合性について問題はないとされる。 

 
 
ここで； 

n ：比較する要素の数 
CR : 整合性指数（Consistency Ratio） 
RC : 整合性係数（Random Consistency）(表-8 参照) 
 
 
表-8 整合性関係数（Random Consistency） 

 
 
 
 
 
 
 

マトリックスの大きさ 3 4 5 6 7 8 9 10 

ＲＣ 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49



（5）絶対評価値の利用 
 
本来ＡＨＰは原則として評価対象の相対的評価の集積としての優先度を判定する方法

である。しかしながら評価対象の中にはすでに絶対評価値をデーターとして持っている

ものが多く存在する。これら絶対評価値を相対評価値に置き換えてＡＨＰを利用するこ

とも可能である。ここで絶対的評価値とは評価対象が他との比較としての評価値ではな

く評価対象独自で持っている評価値である。たとえば交通路線の優先度を判定する場合

の評価値の一つとして交通量があげられる。このとき各路線は表―８に示すような絶対

評価値としての交通量を持っていると仮定する。このとき交通量 5 万台以上の路線（絶

対評価値９）の路線と交通量 5 千 5 百台（絶対評価値６）の路線に対する相対評価値は

４となる。またその逆の相対評価値は 1/4 である。 
 

相対評価値 ＳＣ＝９－６＋１＝４ 
 

表―８ 交通量に関する絶対評価値 
 

絶対評価値 交通量 
9 5 万台/日以上 
8 5 万台/日～3 万台/日 
7 3 万台/日～1 万台/日 
6 1 万台/日～5 千台/日 
5 5 千台/日～3 千台/日 
4 3 千台/日～1 千台/日 
3 1 千台/日～5 百台/日 
2 5 百台/日～百台/日 
1 百台/日以下 

 
 
第1段落および第2段落で示した家の選択の優先度について実際に計算した結果を次ペ

ージに示す。 
 
 
 
 
 
 



（6）実際の計算例 
 
表―9 評価属性のウェイト 

評価属性 値段 距離 広さ 建築年 アイゲンベクトル ウェイト

値段 1 7 3 5 3.201 0.564 
距離 1/7 1 1/5 1/3 0.312 0.055 
広さ 1/3 5 1 3 1.465 0.263 

建築年 1/5 3 1/3 1 0.669 0.118 
合計 1.68 16.00 4.53 9.33 5.68  

       Rmax=4.119   CI=0.040   CR=0.044 
 
表―10 値段に対する各家のウェイト 
評価対象 家（Ａ） 家（Ｂ） 家（Ｃ） アイゲンベクトル ウェイト 
家（A） 1 3 7 2.759 0.649 
家（Ｂ） 1/3 1 5 1.186 0.279 
家（Ｃ） 1/7 1/5 1 0.306 0.072 

合計 1.48 4.20 13.00 4.25  
             Rmax=3.065   CI=0.032   CR=0.056 
 
表―11 通勤距離に対する各家のウェイト 
評価対象 家（Ａ） 家（Ｂ） 家（Ｃ） アイゲンベクトル ウェイト 
家（A） 1 1/3 1/7 0.362 0.081 
家（Ｂ） 3 1 1/5 0.844 0.188 
家（Ｃ） 7 5 1 3.270 0.731 

合計 11.0 6.33 1.34   
             Rmax=3.065   CI=0.033   CR=0.056 
 
表―12 広さに対する各家のウェイト 
評価対象 家（Ａ） 家（Ｂ） 家（Ｃ） アイゲンベクトル ウェイト 
家（A） 1 3 1/5 0.843 0.188 
家（Ｂ） 1/3 1 1/7 0.363 0.081 
家（Ｃ） 5 7 1 3.270 0.731 

合計 6.33 10.99 1.34 4.480  
             Rmax=3.065   CI=0.033   CR=0.056 
 



表―13 建築年に対する各家のウェイト 
評価対象 家（Ａ） 家（Ｂ） 家（Ｃ） アイゲンベクトル ウェイト 
家（A） 1 1/5 1/3 0.405 0.105 
家（Ｂ） 5 1 3 2.466 0.637 
家（Ｃ） 3 1/3 1 1.000 0.258 

合計 9.00 1.53 4.33 3.871  
            Rmax=3.039  CI=0.019 CR=0.033 
 
表―14 優先度の判定 

評価属性 
値段 通勤距離 広さ 建築年 

 
評価対象 

0.564 0.055 0.263 0.118 

 
最終優先度 

 
家（A） 0.649 0.081 0.188 0.105 0.432 
家（Ｂ） 0.279 0.188 0.081 0.637 0.264 
家（Ｃ） 0.072 0.731 0.731 0.258 0.304 

 
以上の計算例では値段にかなり高いウェイトを置きかつ値段が他と比べてかなり安い

家（Ａ）がもっとも高い優先度を与えられている。これらの計算は表計算プログラムが

あれば簡単に行えるが、一度に評価比較できるのは最大 10 項目までである。評価対象

がこれ以上の数の場合、階層化するなり、評価属性のみのウェイト計算をこのシステム

で行い評価対象のそれぞれの絶対評価項目との組み合わせで使うなどの工夫が必要で

ある。 
 
 
 
 
 



番
号

名
称

内
容

形
態

オ
リ

ジ
ナ

ル
・

コ
ピ

ー
発

行
機

関
発

行
年

1
L
a
o
 
P
e
o
p
l
e
s
 
D
e
m
o
c
r
a
t
i
c
 
R
e
p
u
b
l
i
c
 
N
a
t
i
o
n
a
l
 
S
o
c
i
o
-

E
c
o
n
o
m
i
c
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
P
l
a
n
 
(
2
0
0
6
-
2
0
1
0
)

2
0
0
6
年

か
ら

2
0
1
0
年

ま
で

の
社

会
経

済
開

発
計

画
図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
f
o
r
 
P
l
a
n
n
i
n
g
 
a
n
d
 
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t

2
0
0
6
年
1
0
月

2
R
e
s
u
l
t
s
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
P
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
H
o
u
s
i
n
g
 
C
e
n
s
u
s

2
0
0
5

2
0
0
5
年
人
口
、
所
帯
調
査
結
果

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

S
t
e
e
r
i
n
g
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
f
o
r
 
C
e
n
s
u
s
 
o
f

P
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
H
o
u
s
i
n
g

2
0
0
3
年
3
月

3
S
t
a
t
i
s
t
i
c
s
 
1
9
7
5
-
2
0
0
5

1
9
7
5
年
～
2
0
0
5
年
の
社
会
統
計

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

N
a
t
i
o
n
a
l
 
S
t
a
t
i
s
t
i
c
s
 
C
e
n
t
e
r

2
0
0
5
年

4
S
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
 
Y
e
a
r
b
o
o
k
 
2
0
0
6

2
0
0
6
年
統
計
年
報

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

N
a
t
i
o
n
a
l
 
S
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
 
C
e
n
t
e
r

2
0
0
7
年
6
月

5
L
a
o
 
P
D
R
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
M
o
n
i
t
o
r

ラ
オ
P
D
R
経
済
状
態
報
告

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

W
o
r
l
d
 
B
a
n
k

2
0
0
7
年
5
月

6
B
r
i
d
g
e
 
S
t
a
t
i
c
'
s
 
o
n
 
t
h
e
 
N
a
t
i
o
n
a
l
,
 
P
r
o
v
i
n
c
i
a
l
,

D
i
s
t
r
i
c
t
,
 
U
r
b
a
n
,
 
R
u
r
a
l
 
a
n
d
 
S
p
e
c
i
a
l
 
R
o
a
d
s
 
F
i
s
c
a
l

y
e
a
r
s
 
2
0
0
4
-
2
0
0
5

国
道
、
県
道
、
都
市
お
よ
び
特
殊
道
路
上
の
橋

梁
統
計
（
2
0
0
4
年
～
2
0
0
5
年
）

図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C
 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
f
 
R
o
a
d
s
,
 
P
r
o
j
e
c
t

M
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
D
i
v
i
s
i
o
n

2
0
0
5
年
6
月

7
M
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
A
c
t
i
v
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
C
o
d
e
s
 
-
M
A
C
-
 
R
o
u
t
i
n
e
,

P
e
r
i
o
d
i
c
,
 
E
m
e
r
g
e
n
c
y
 
a
n
d
 
R
e
h
a
b
i
l
i
t
a
t
i
o
n

通
常
、
緊
急
及
び
補
修
を
含
む
維
持
管
理
活
動

と
基
準

図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C
 
R
o
a
d
 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
D
i
v
i
s
i
o
n

1
9
9
9
年
8
月

8
I
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
R
u
l
e
s
 
a
n
d
 
R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
 
o
n
 
D
e
c
r
e
e
 
o
f

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
P
r
o
c
u
r
e
m
e
n
t
 
o
f
 
G
o
o
d
s
,
 
W
o
r
k
s
,

M
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
a
n
d
 
S
e
r
v
i
c
e
s

資
材
、
業
務
、
維
持
管
理
、
サ
ー
ビ
ス
を
政
府

調
達
に
関
す
る
改
善
規
則
手
順

図
書

コ
ピ
ー

M
i
n
i
s
t
r
y
 
o
f
 
F
i
n
a
n
c
e

2
0
0
4
年
3
月

9
M
C
T
P
C
 
S
t
r
a
t
e
g
y
 
P
a
p
e
r

通
信
運
輸
郵
政
建
設
省
将
来
計
画

図
書

コ
ピ
ー

S
o
m
m
a
d
 
P
h
o
l
s
e
n
a
 
M
C
T
P
C

2
0
0
5
年

1
0

D
e
c
r
e
e
 
o
f
 
t
h
e
 
P
r
i
m
e
 
M
i
n
i
s
t
e
r
 
o
n
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

P
r
o
c
u
r
e
m
e
n
t
 
o
f
 
G
o
o
d
s
,
 
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
 
M
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e

a
n
d
 
S
e
r
v
i
c
e
s

資
材
、
業
務
、
維
持
管
理
、
サ
ー
ビ
ス
を
政
府

調
達
に
関
す
る
首
相
通
達

図
書

コ
ピ
ー

P
r
i
m
e
 
M
i
n
i
s
t
e
r
'
s
 
O
f
f
i
c
e

2
0
0
4
年
1
月

1
1

S
u
m
m
a
r
y
 
o
f
 
R
o
a
d
 
P
r
o
j
e
c
t
s
 
1
9
8
0
-
2
0
0
7

1
9
8
0
年
～
2
0
0
7
年
の
道
路
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
一
覧

図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C
 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
f
 
R
o
a
d
　
P
r
o
j
e
c
t
 
M
o
n
i
t
o
r
i
n
g
 
D
i
v
i
s
i
o
n

2
0
0
7
年
1
1
月

1
2

S
u
m
m
a
r
y
 
o
f
 
E
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
 
f
o
r
 
5
y
e
a
r
s
(
2
0
0
0
-
2
0
0
5
)
 
:

R
o
a
d
s
,
 
B
r
i
d
g
e
s
 
a
n
d
 
W
a
t
e
r
 
W
a
y
s
 
S
e
c
t
o
r
s

道
路
、
橋
梁
及
び
水
運
部
門
に
お
け
る
5
カ
年

(
2
0
0
0
～
2
0
0
5
）
に
お
け
る
財
政
支
出
一
覧

図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C
 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
f
 
R
o
a
d
　

2
0
0
5
年
1
0
月

1
3

R
o
a
d
 
M
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
P
r
o
j
e
c
t
(
R
M
P
-
1
)
-
 
R
o
a
d

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
D
i
v
i
s
i
o
n
 
 
F
i
n
a
l
 
R
e
p
o
r
t

道
路
　
維
持
管
理
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
最

終
報
告
書

図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C
 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
f
 
R
o
a
d

2
0
0
4
年
6
月

1
4

E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
o
f
 
P
r
e
-
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
F
i
s
c
a
l
 
Y
e
a
r
 
2
0
0
5
-
0
6

図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C
 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
f
 
R
o
a
d

1
5

R
o
a
d
 
M
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
&
 
U
n
i
t
 
C
o
s
t

道
路
維
持
管
理
に
関
す
る
単
価

図
書

コ
ピ
ー

-
2
0
0
7
年
1
1
月

1
6

E
S
T
I
M
A
T
E
D
 
C
O
S
T
 
o
f
 
R
O
A
D
 
M
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
P
r
o
j
e
c
t
,

N
a
t
i
o
n
a
l
 
R
o
a
d
 
M
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 
P
r
o
g
r
a
m
 
2
0
0
5
/
0
6
-
2
0
0
9
/
1
0

2
0
0
5
年
～
2
0
0
9
年
ま
で
に
実
施
さ
れ
る
国
道
維

持
管
理
に
関
す
る
費
用
積
算

図
書

コ
ピ
ー

-
2
0
0
5
年
8
月

1
7

L
a
o
 
N
a
t
i
o
n
a
l
 
U
n
e
x
p
l
o
d
e
d
 
O
r
d
n
a
n
c
e
 
P
r
o
g
r
a
m
 
A
n
n
u
a
l

R
e
p
o
r
t
 
2
0
0
6

ラ
オ
P
D
R
不
発
弾
処
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る

2
0
0
6
年
報
告

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

U
X
O
 
L
a
o

2
0
0
7
年

1
8

L
a
o
 
N
a
t
i
o
n
a
l
 
U
n
e
x
p
l
o
d
e
d
 
O
r
d
n
a
n
c
e
 
P
r
o
g
r
a
m
 
W
o
r
k
 
P
l
a
n

2
0
0
7

ラ
オ
P
D
R
不
発
弾
処
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る

2
0
0
7
年
活
動
計
画

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

U
X
O
 
L
a
o

2
0
0
7
年

収
集

資
料

リ
ス

ト

添付資料 7



番
号

名
称

内
容

形
態

オ
リ

ジ
ナ

ル
・

コ
ピ

ー
発

行
機

関
発

行
年

1
9

M
A
P
（
D
-
4
8
-
9
,
 
E
-
4
8
-
1
4
1
,
E
-
4
8
-
1
4
0
,
 
E
-
4
8
-
1
2
8
,
E
-
4
8
1
2
9
)

S
c
a
l
e
1
:
1
0
0
,
0
0
0

G
1
号
線
に
関
係
す
る
地
図
（
1
0
万
分
の
１
）

地
図

オ
リ
ジ
ナ
ル

1
9
8
4
年

2
0

M
A
P
（
D
-
4
8
-
V
,
 
E
-
4
8
-
X
X
X
V
,
E
-
4
8
-
1
4
0
,
 
E
-
4
8
-
X
X
X
I
V
)

S
c
a
l
e
1
:
2
0
0
,
0
0
0

G
1
号
線
に
関
係
す
る
地
図
（
2
0
万
分
の
１
）

地
図

オ
リ
ジ
ナ
ル

1
9
8
4
年

2
1

R
o
a
d
 
D
e
s
i
g
n
 
M
a
n
u
a
l
 
1
9
9
6

1
9
9
6
年
度
道
路
設
計
マ
ニ
ュ
ア
ル

図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C
 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
f
 
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n

1
9
9
6
年

2
2

S
t
a
n
d
a
r
d
 
T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
S
p
e
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
P
a
r
t
1
 
D
i
v
i
s
i
o
n
 
1

G
e
n
e
r
a
l
 
P
r
o
v
i
s
i
o
n

道
路

設
計

技
術

基
準

パ
ー

ト
1
一

章
、

一
般

事
項

図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C

1
9
9
8
年

2
3

S
t
a
n
d
a
r
d
 
T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
S
p
e
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
P
a
r
t
2
 
D
i
v
i
s
i
o
n
 
2

E
a
r
t
h
 
W
o
r
k
s

道
路
設
計
技
術
基
準
第
二
部
二
章
、
土
工

図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C

1
9
9
8
年

2
4

S
t
a
n
d
a
r
d
 
T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
S
p
e
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
P
a
r
t
2
 
D
i
v
i
s
i
o
n
 
3

P
a
v
e
m
e
n
t
 
S
t
r
u
c
t
u
r
e

道
路
設
計
技
術
基
準
第
二
部
三
章
、
舗
装

図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C

1
9
9
8
年

2
5

S
t
a
n
d
a
r
d
 
T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
S
p
e
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
P
a
r
t
3
 
D
i
v
i
s
i
o
n
 
4

C
o
n
c
r
e
t
e
 
S
t
r
u
c
t
u
r
e

道
路
設
計
技
術
基
準
第
三
部
四
章
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
構
造

図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C

1
9
9
8
年

2
6

S
t
a
n
d
a
r
d
 
T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
S
p
e
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
P
a
r
t
3
 
D
i
v
i
s
i
o
n
 
5

D
r
a
i
n
a
g
e
 
P
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 
S
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
 
W
o
r
k

道
路
設
計
技
術
基
準
第
３
部
５
章
、
排
水
防
護

強
化

図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C

1
9
9
8
年

2
7

C
o
m
p
a
n
y
 
P
r
o
f
i
l
e

会
社
概
要

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
C
o
m
p
a
n
y

2
8

C
o
m
p
a
n
y
 
P
r
o
f
i
l
e

会
社
概
要

図
書

コ
ピ
ー

L
a
o
 
C
o
n
s
u
l
t
i
n
g
 
G
r
o
u
p

2
9

C
o
m
p
a
n
y
 
P
r
o
f
i
l
e

会
社
概
要

図
書

コ
ピ
ー

T
h
e
 
B
u
r
a
p
h
a
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
C
o
n
s
u
l
t
a
n
t
s
 

3
0

S
u
m
m
a
r
y
 
o
f
 
D
o
n
o
r
s
 
i
n
 
R
o
a
d
 
S
e
c
t
o
r
 
1
9
8
0
-
2
0
0
7

道
路

部
門

に
対

す
る

援
助

供
与

一
覧

（
1
9
8
0
年

～
2
0
0
7
年

）
図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C

2
0
0
7
年
1
1
月

3
1

U
n
i
t
 
C
o
s
t
 
o
f
 
R
o
a
d
s
 
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n

道
路
建
設
に
関
す
る
建
設
単
価

図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C
 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
f
 
R
o
a
d

2
0
0
6
年

3
2

S
u
m
m
a
r
y
 
o
f
 
H
i
g
h
 
P
r
i
o
r
i
t
y
 
a
n
d
 
T
a
r
g
e
t
 
P
r
o
j
e
c
t
 
f
u
n
d

o
r
 
G
r
a
n
t
 
i
n
 
5
 
Y
e
a
r
 
P
l
a
n
 
2
0
0
6
-
2
0
1
0

融
資
ま
た
は
無
償
供
与
で
計
画
さ
れ
た
優
先
順
位
の

高
い
道
路
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
2
0
0
6
年
～
2
0
1
0
）

図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C
 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
f
 
R
o
a
d

3
3

L
i
s
t
 
o
f
 
L
o
c
a
l
 
C
o
n
s
t
r
u
c
t
o
r
 
a
n
d
 
C
o
n
s
u
l
t
a
n
t

R
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 
i
n
 
M
C
T
P
C

通
信
運
輸
郵
政
建
設
省
に
登
録
さ
れ
た
地
元
建

設
業
者
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
一
覧

図
書

コ
ピ
ー

M
C
T
P
C
 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
f
 
R
o
a
d

3
4

U
X
O
　
M
i
n
e
 
A
c
t
i
o
n
 
S
e
c
t
o
r
 
i
n
 
L
a
o
 
P
D
R
 
U
X
O
 
S
e
c
t
o
r

A
n
n
u
a
l
 
R
e
p
o
r
t
 
2
0
0
6

ラ
オ
ス
の
U
X
O
地
雷
の
U
X
O
部
門
の
2
0
0
6
年
の
年

次
報
告
書

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

N
a
t
i
o
n
a
l
 
R
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
A
u
t
h
o
r
i
t
y

2
0
0
6
年

3
5

A
n
n
u
a
l
 
R
e
p
o
r
t
 
2
0
0
6

U
X
O
の
除
去
に
関
す
る
2
0
0
6
年
の
年
次
報
告
書

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

L
a
o
 
N
a
t
i
o
n
a
l
 
U
n
e
x
p
l
o
d
e
d
 
O
r
d
i
n
a
n
c
e
 
P
r
o
g
r
a
m
m
e

2
0
0
6
年

3
6

2
0
0
7
　
W
o
r
k
　
P
l
a
n

U
X
O
の
除
去
に
関
す
る
2
0
0
7
年
の
行
動
計
画

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

L
a
o
 
N
a
t
i
o
n
a
l
 
U
n
e
x
p
l
o
d
e
d
 
O
r
d
i
n
a
n
c
e
 
P
r
o
g
r
a
m
m
e

2
0
0
7
年

3
7

D
e
c
r
e
e
 
o
n
 
t
h
e
 
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l

P
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
L
a
w
 
2
0
0
2
(
2
0
0
1
/
0
4
/
0
6
)

ラ
オ
ス
の
環
境
保
護
法
施
行
令

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

S
T
E
A
,
U
N
D
P
,
N
O
R
A
D

2
0
0
1
年

3
8

R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
o
n
 
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 
i
n
 
L
a
o
 
P
D
R

2
0
0
2
(
2
0
0
0
/
1
0
/
0
3
)

ラ
オ
ス
の
環
境
評
価
に
関
す
る
規
則

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

S
T
E
A
,
 
S
I
D
A

2
0
0
2
年



番
号

名
称

内
容

形
態

オ
リ

ジ
ナ

ル
・

コ
ピ

ー
発

行
機

関
発

行
年

3
9

R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
 
o
n
 
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
I
m
p
a
c
t
 
A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 
o
f

R
o
a
d
 
P
r
o
j
e
c
t
s
 
i
n
 
L
a
o
 
P
D
R
 
2
0
0
4
(
2
0
0
3
/
0
7
/
2
3
)

ラ
オ
ス
の
道
路
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
環
境
影
響
評

価
に
関
す
る
規
則

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

S
I
D
A

2
0
0
3
年

4
0

M
a
n
u
a
l
 
o
f
 
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
I
m
p
a
c
t
 
A
s
s
e
s
s
m
e
n
t

P
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
f
o
r
 
R
o
a
d
 
P
r
o
j
e
c
t
s
 
I
n
 
t
h
e
 
L
a
o
 
P
D
R
 
(
1
9
9
8
)
ラ
オ
ス
の
道
路
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
環
境
影
響
評

価
マ
ニ
ュ
ア
ル

図
書

コ
ピ
ー

I
U
C
N
-
T
h
e
 
W
o
r
l
d
 
C
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
U
n
i
o
n

w
i
t
h
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
f
r
o
m
 
S
I
D
A

1
9
9
8
年

4
1

D
e
c
r
e
e
 
o
n
 
C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
R
e
s
e
t
t
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
P
e
o
p
l
e

a
f
f
e
c
t
e
d
 
b
y
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
P
r
o
j
e
c
t
s
(
2
0
0
5
/
1
1
/
1
1
)

開
発
計
画
で
影
響
を
蒙
る
人
々
の
補
償
と
移
転

に
つ
い
て
の
法
令

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

S
c
i
e
n
c
e
 
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t

A
g
e
n
c
y

2
0
0
5
年

4
2

R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
I
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
 
D
e
c
r
e
e
 
o
n

C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
R
e
s
e
t
t
l
e
m
e
n
t
 
o
f
 
P
e
o
p
l
e
 
a
f
f
e
c
t
e
d

b
y
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
P
r
o
j
e
c
t
s
 
2
0
0
6
(
2
0
0
5
/
1
1
/
1
1
)

開
発
計
画
で
影
響
を
蒙
る
人
々
の
補
償
と
移
転

に
つ
い
て
の
規
則

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

同
上

2
0
0
5
年

4
3

T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
G
u
i
d
e
l
i
n
e
s
 
o
n
 
C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
a
n
d

R
e
s
e
t
t
l
e
m
e
n
t
 
i
n
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
P
r
o
j
e
c
t
s
 
N
o
v
 
2
0
0
5

開
発
計
画
に
お
け
る
補
償
と
移
転
に
つ
い
て
の

技
術
指
導
書

図
書

コ
ピ
ー

P
r
i
m
e
 
M
i
n
i
s
t
e
r
'
s
 
O
f
f
i
c
e
 

2
0
0
5
年

4
4

L
a
o
 
P
D
R
 
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
M
o
n
i
t
o
r

ラ
オ
ス
の
環
境
モ
ニ
タ
ー
報
告
書

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

W
o
r
l
d
 
B
a
n
k
 
C
o
u
n
t
r
y
 
O
f
f
i
c
e
,
 
V
i
e
n
t
i
a
n
e
、
S
c
i
e
n
c
e
 
&
 
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
En
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
A
g
e
n
c
y

4
5

B
i
o
d
i
v
e
r
s
i
t
y
 
C
o
u
n
t
r
y
 
R
e
p
o
r
t
 
V
i
e
n
t
i
a
n
e
 
2
0
0
4

生
物
多
様
化
に
関
す
る
カ
ン
ト
リ
ー
・
レ
ポ
ー
ト

図
書

オ
リ
ジ
ナ
ル

D
A
N
I
D
A
,
 
S
c
i
e
n
c
e
 
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
a
n
d
 
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
A
g
e
n
c
y
,
 
M
i
n
i
s
t
r
y
 
o
f
 
A
g
r
i
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